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総 会 次 第 

1. 開会挨拶 理事長  羽藤 邦利 

2. 出席状況確認（定款 26 条）

3. 議長選出（定款 25 条）

4. 議事録署名人（2 名）及び書記（1 名）選出（定款 29 条の 2）

5. 議 事

  議案第 1 号   令和 3 年度会務報告並びに事業報告（案）

  議案第 2 号  令和 3 年度収支決算（案）及び監査報告 

  議案第 3 号   令和 4 年度事業計画及び予算（案） 

議案第 4 号  その他 

6. 閉会の挨拶 副理事長 大下 隆司 
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議案第 1 号 令和 3 年度会務報告並びに事業報告（案） 

令和 3 年度会務報告（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日） 

1. 会員状況（令和 4 年 3 月 31 日現在）

現在会員数 正会員 87 名 

賛助会員（個人） 22 名 

特別顧問 3 名 

監事 1 名 

入  会 正会員 1 名 

退   会  正会員     2 名 

賛助会員（個人） 2 名 

2. 会 議

総    会 

定期総会    令和 3 年 6 月 27 日（メンタルケア協議会事務局） 

理 事 会 

第 1 回理事会     令和 3 年 5 月 29 日（メンタルケア協議会事務局） 

第 2 回理事会  令和 3 年 6 月 27 日（メンタルケア協議会事務局） 

第 3 回理事会    令和 3 年 8 月 29 日（メンタルケア協議会事務局） 

第 4 回理事会   令和 3 年 12 月 5 日（メンタルケア協議会事務局） 

第 5 回理事会   令和 4 年 3 月 26 日（メンタルケア協議会事務局） 

- 2  -



令和 3 年度事業報告案（令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日） 

１． 事業の成果 

1） 全体研修（オンライン）開催（公開期間令和3年2月1日～）

会員と相談員にオンライン教材を提供した。相談員には下記のうち8コマ以上の受講を義務付けた。 

1. 外傷的育ちを抱える人の生きづらさの理解-メンタライゼーションの視点から-

  講師：崔 烔仁 

2. 外傷的育ちを抱える人の支援-メンタライゼーションの視点から-

講師：崔 烔仁 

3. 思春期の｢死にたい｣気持ちに向き合う

講師：山登 博之 

4. 不登校の｢つらさ｣を考える

講師：山登 博之 

5. ひきこもり支援の背景と長期化を防ぐ関わり方

講師：白石 弘巳 

6. ひきこもり状態にある人の支援：訪問支援の実際

講師：白石 弘巳 

7. ひきこもり、文化的依存症候群か普遍な現象なのか；治療によるナラティブアプローチ

講師：パントー・フランチェスコ 

8. ひきこもり支援におけるアウトリーチ

講師：深谷 篤史 

9. ひきこもり支援におけるアウトリーチとケースマネジメント

講師：深谷 篤史 

10. むぎぐみの子育て支援･家族支援･当事者支援

講師：井上 智博 

11. むぎぐみのひきこもり支援の実践

講師：井上 智博 

12. ひきこもる人たちの心情

講師：池上 正樹 

13. 8050問題に周囲はどう関わればいいのか

講師：池上 正樹 

14. コロナ流行下の自殺

講師：羽藤 邦利 

15. 自殺リスクアセスメントとハイリスク者への対応研修

講師：研究班メンバー 

16. 自殺防止のための相談事業に関する事業報告会

講師：研究班メンバー 

17. 女性相談対応の基本

講師：塚本睦子・笹木恵里佳    
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2） インターネット･ウェブサイト、メーリングリスト、会誌｢JAM通信｣

メンタルケア協議会のインターネット・ウェブサイトの構成は、NPO としての基本情報公開、

イベント案内と参加登録、会員や各種事業の相談員サービスのための専用ページ、精神科関係情報

を収集しわかりやすく提供するページとなっている。常時更新を行っている。今年度は紙面の会誌

の発行は行わなかった。 

3） 都道府県からの受託業務

a） 東京都精神科救急医療情報センター受託事業

平成 14 年 7 月より受託している｢東京都精神科救急医療情報センター｣事業を引き続き行った。

平日は 17：00～翌朝 9：00、土・日・休日は 9：00～翌朝 9：00 に相談員を 2～3 名配置している。 

研修会は、全相談員が参加する全体必修研修（今年度はオンライン）と、自由参加型現場研修 1

回の参加を義務付けた。それに加え、情報センター相談員だけが参加する 3 回の必修研修を実施し

た。今年度は、対面型研修を 2 部に分けて行った。 

メンタルケア協議会救急医療事業部と相談員から任命した運営委員で構成される情報センター

運営委員会を設けている。令和 3 年度は、3 回の委員会が開催されたが、いずれもオンライン参加

を組み合わせて行った。1 年間の事業実績の概要は、別ページの｢東京都精神科救急医療情報センタ

ー事業実施報告｣で詳細を示す。 

b） 東京都夜間こころの電話相談受託事業

平成 16 年度より受託している｢東京都夜間こころの電話相談｣業務を引き続き行った。土・日・

祝日も含む毎日 17：00～22：00 まで相談窓口が開設され、相談員 4 名を配置し、3 回線で対応して

いる。 

業務上の問題を検討するための運営委員会を設け、相談員の対応統一や、研修会内容、その他

業務上のルール作りなどを話し合っている。委員は相談員と事務局で構成され、自殺相談ダイヤル

と一部合同で令和 3 年度は 3 回開催されたが、いずれもオンラインを組み合わせて行った。 

研修会は、すべての相談事業の相談員が全員参加する年 1 回の全体研修（今年度はオンライン）

に加え、心理相談員のための全体研修（ロールプレイ研修）を年 7 回実施し、そのうち 1 回以上の

参加を義務付けた。 

また、年 5 回のグループ事例検討会（各相談員は 2 回ずつ参加）を実施した。自由参加型現場

研修の 1 回以上の受講も義務付けた。臨床心理士資格更新に必要なポイントを取得できるように申

請した。1 年間の実績概要は、別ページの｢東京都夜間こころの電話相談事業実施報告｣に示す。 

c） 東京都自殺相談ダイヤル及び SNS 自殺相談受託事業

平成 22 年 4 月 15 日から東京都より受託している｢東京都自殺相談ダイヤル｣と、平成 30 年 9 月

10 日から開始された｢相談ほっと LINE@東京～生きるのがつらいと感じたら～｣の業務が統合され、

令和 3 年度から一つの事業として運営されるようになった。ハードルの低い SNS を窓口に入ってき

た相談者のうち、必要な方をスムーズに電話相談へ誘導するなど、効果的な相談を行うために東京

都とメンタルケアで協議した結果である。 

コロナウイルス感染症の影響による自殺対策増強の一環として、つながりにくい電話相談の体

制強化が行われた。令和 3 年 7 月 20 日から、相談開始時間が従来の 14：00 から 12：00 に前倒し

になり、深夜の相談員が 1 名増員された。 
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相談員は必ず電話相談を担当し、希望や適性をみて SNS 相談をプラスして担当してもらってい

る。研修は電話相談として東京都夜間こころの電話相談の研修と同様の内容を行うとともに、例年

通り新規相談員のためのコース研修を実施した。SNS 相談に特化した研修会は年 2 回実施した。 

その他、相談室においての個別指導や電話などによるスーパーバイズ体制を設けている。相談

業務円滑化のために運営委員会を設置した。こころの電話相談と合同で行った自殺相談ダイヤル相

談員の代表者を中心とした委員会は 3 回開催された。SNS の SV を担当している相談員による委員

会は 2 回開催された。今年度はオンラインを組み合わせて行った。 

また、自殺相談に関するご意見を頂くために、専門家によるアドバイザリーボードを設置して

いるが、コロナウイルス対策としてメンタルケア協議会の内部委員以外のメンバーは、オンライン

や紙面による参加となった。1 年間の実績概要は、別ページの｢東京都自殺相談ダイヤル事業実施報

告｣｢東京都 SNS 自殺相談事業実施報告｣に示す。 

d） 東京都自殺未遂者対応地域連携支援受託事業

東京都からの委託で平成26年度より実施している｢東京都こころといのちのサポートネット｣の

事業を引き続き行った。相談窓口は一般都民ではなく、救急医療機関や地域の支援機関からの相談

とし、毎日 9：00～19：00 まで、相談員 2～3 名が待機している。新規の相談受付は 17：00 まで行

っている。令和 4 年 3 月から、相談員 4 名程度に増員された。 

毎月 1 回、相談員全員とスーパーバイザー（精神科医、弁護士、保健師など）で事例検討を行

っている。また、年 1 回、外部委員や東京都職員が入って行う事業の検討委員会が行われている。 

1 年間の実施概要は、別ページの｢東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業実施報告｣に示す。年

度末において、継続支援は 40 件、経過観察が 15 件で、約 55 ケースを支援している。 

e） 東京都 LINE を活用した教育相談受託事業（新規･単年度）

令和 3 年 4 月 1 日から単年度、東京都教育相談センターからの委託で、「LINE を活用した教育

相談」を受託運営した。相談は毎日 15：00 から開始し、22：30（受付終了 23：00）までであった

が、新型コロナウイルス対策として、時期によってイレギュラーな時間帯の依頼があった。 

教育相談の相談員は、自殺対策の SNS 相談を担当している者が兼務するようにした。これら相

談員は自殺対策の電話相談や SNS 相談の研修を受けているが、それ以外に教育相談に特化した研修

を年 2 回実施し、必要な知識を得るために紙面による情報提供なども毎月行った。 

また、スーパーバイザー（SV）が集まって事業運営や研修計画を話し合う SV 会議が年 2 回実

施されるとともに、毎月 1 回、事業責任者が東京都教育相談センターへ出向き、相談状況の報告な

どを行った。 

f） 茨城県精神科救急ダイヤル及び精神科救急電話相談（深夜休日相談）受託事業

平成 26 年 1 月 25 日から受託している｢精神科救急ダイヤル（一般救急）｣事業と、平成 31 年 4

月 27 日より開始された｢精神科救急電話相談｣事業を実施した。前者が警察・救急隊・医療機関に

しか周知されていない入院専用窓口であるのに比べ、後者は広く県民に周知され、精神的に具合が

悪い場合の対処方法などの相談にも乗っている。 

「精神科救急ダイヤル」は、木曜日の 17：00～22：00、金曜日の 17：00～翌朝 8：30、土・日・

祝日の 8：30～翌朝 8：30 がメンタルケア協議会の担当である（月～水曜日の 17：00～22：00 は、

原則として茨城県精神保健福祉センターが担当し、人員が足りないときに手伝っている）。 
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｢精神科救急電話相談｣は今年度から平日の 17：00～22：00 が加わり、従来の土・日・祝日の 8：

30～翌朝 8：30 までと合わせて開設している。 

それぞれ 1 回線の電話で受けており、必要に応じて相互に仲介し、当番病院へつなぐ。 

茨城県と山梨県を 1 年ごとに交互に行っている相談員の見学研修は、今年度は茨城県の予定で

あったが、コロナウイルス感染症のまん延防止のために中止となった。代わりに茨城県障害福祉課

担当者、茨城県精神保健福祉センター職員と月～水曜日の救急ダイヤルを担当している相談員、メ

ンタルケア協議会相談員とで、オンラインでの情報交換を 1 回行った。

1 年間の実績概要は、別ページの｢茨城県･山梨県精神科救急医療情報センター（夜間休日）事業

実施報告｣に示す。 

g） 山梨県精神科救急受診相談センター（深夜休日相談）

平成 26 年 11 月 1 日から山梨県より受託している｢山梨県精神科救急受診相談センター｣業務を

引き続き受託した。平日は 23：45～翌朝 8：30、土・日・祝日の 8：30～翌朝 8：30 まで 1 回線の

転送電話で相談を受け、必要に応じて当番病院へつなぐ。 

1 年間の実績概要は、別ページの｢茨城県･山梨県精神科救急医療情報センター（夜間休日）事業

実施報告｣に示す。 

h） 神奈川県新型コロナウイルス感染症等こころのケア相談事業

令和 2 年 5 月から「神奈川県新型コロナウイルス感染症等こころのケア相談」事業を引き続き

受託した。新型コロナ感染症の宿泊施設又は自宅待機を要請されている軽症者に向けた相談事業と

令和 3 年 4 月から新たに、医療従事者向けを受けている。 

i） 千葉県自殺未遂者支援事業（新規）

令和 3 年 4 月 1 日より千葉県「自殺未遂者支援業務～千葉県いのちのサポートネット～」事業

を受託することになった。これまでは県の直営にて行っていた事業であるが、専門性の高さを評価

されて受託に至った。県内の救急医療機関からの依頼を受ける。千葉県の社会資源や地域事情を勉

強し、交流を深めながら行っていく。 

4） 市区町村からの委託事業

a） 杉並区男女平等推進センター相談受託事業

平成 19 年 4 月から受託している｢杉並区男女平等推進センター相談｣事業を引き続き行った。平

成 28 年 4 月 19 日から配偶者暴力相談支援センターに指定されている。一般電話相談と DV 電話相

談は月～金曜日の 9：00～17：00、予約による来所相談は火・金曜日で受けている。相談員は 8：

30～17：15 で、月・火・金曜日は 3 名（3 人目は午後のみ）、水・木曜日は 2 名配置している。 

一般相談では、夫婦や家族の問題、その他女性の生き方やこころの問題まで、幅広く相談を受

けている。DV 相談では、配偶者やパートナーからの暴力に関する相談を受け、DV 証明書の発行や

住民基本台帳事務における支援に必要な聞き取り調査、保護命令の手続きにつなげることも行う。 

研修は、2 回は杉並区相談員と区の関係部署だけで実施し、区内関連施設職員からの利用説明

と関連する事例検討を行った。それとは別に「練馬区男女共同参画センター相談」と一部合同で

2 回実施し、事例検討と外部講師をお招きしての勉強会を行った。 

1 年間の実績概要は、別ページの｢杉並区男女平等推進センター事業実施報告｣に示す。 
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b） 練馬区男女共同参画に係る相談業務（総合相談・心の相談）受託事業

平成 22 年 4 月から受託している｢練馬区男女共同参画センター“えｰる”｣の「総合相談」及び「心

の相談」業務を引き続き行った。「総合相談」は、相談時間は月～日曜日 9：00～19：00、祝日 9：

00～17：00、1 名ずつ配置した。電話相談時間は 30 分以内、来所の希望があった場合は 30 分で面

接相談を受ける。「心の相談」は予約制の面接相談で、1 年程度を目安とした継続したカウンセリ

ングも行っている。一人 1 時間枠で、1 回／2 週間の頻度を原則としている。相談時間は月～土曜

日の 10：00～19：00 で、相談員の配置も同時間で 1 名ずつとなっている。 

また、センターでは別途に DV 専用ダイヤルを設けているが、平日 19：00～21：00 については

メンタルケア協議会相談員が受けている。

月 1 回、第三土曜日に「LGBT 相談」を行っており、LGBT の知識のある相談員を配置している。 

研修は年 4 回実施し、2 回は杉並区男女平等推進センター相談と一部合同で、事例検討と外部講

師をお招きしての勉強会を行った。残りの 2 回は練馬区相談員のみで事例検討を行った。 

1 年間の事業実績の概要は、別紙の｢練馬区男女共同参画センター相談事業実施報告｣に示す。 

c） 川崎市こころの電話相談事業

平成 27 年 4 月より神奈川県川崎市から受託している「こころの電話相談」事業を引き続き行っ

た。令和 3 年 6 月より、平日 9：00～21：00 に相談員 1 名（2 交代）が電話相談を受ける。 

相談員研修は、｢東京都夜間こころの電話相談｣と合同で行った。また、新人相談員については、

川崎市精神福祉センター及び川崎市川崎区役所の見学会を実施し、関係機関の見学と事業説明を受

けた。1 年間の事業実績の概要は、別ページの｢川崎市こころの電話相談事業実施報告｣に示す。 

d） 港区自殺未遂者対応支援委託事業

平成 27 年 8 月より、東京都港区から受託している｢港区いのちのサポート相談｣を引き続き実施

した。平日 9：00～17：00 に相談員 1 名が相談を受け、必要に応じて仲介や面接などを行う。毎月

「東京都こころといのちのサポートネット」と一緒に事例検討を行い、年 2 回、みなと保健所にお

いて港区保健師にも加わっていただいて事例検討会を実施した。 

1 年間の事業実績の概要は、別ページの｢港区自殺未遂者対応支援事業実施報告｣に示す。 

e） 品川区自殺未遂者対応支援委託事業（新規）

令和 3 年 8 月より、東京都品川区から｢品川区いのちの寄り添いサポート｣を新規に受託した。

平日の 9：00～17：00 に相談を受け、必要に応じて仲介や面接などを行う。開始にあたり、品川区

にある総合病院への事業説明や、品川区保健師等への研修などを実施したが、年度内は、継続的に

関わるようなケース相談はなかった。 

f） 国立市夜間・休日女性相談事業

平成 30 年 5 月より東京都国立市から受託している「国立市夜間・休日女性相談」事業を引き続

き行った。月・水・金曜日の 19：00～22：00、土・日・祝日（年末年始除く）17：00～22：00 に

相談員 1 名が電話相談を受ける。 

g） 港区新型コロナこころのサポートダイヤル事業

令和 2 年 4 月から「港区新型コロナこころのサポートダイヤル」事業を新規で受託した。
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新型コロナウイルス感染症による心の不調を訴える区民、またはその家族・関係者への相談支援

事業で、平日 9：00～17：00 に相談員が電話相談を受ける。 

h） 相模原市こころのホットライン（自殺予防電話相談）事業

令和 2 年 10 月より神奈川県相模原市精神保健福祉センターから受託している「相模原市こころ

のホットライン」事業を引き続き行った。 

自殺予防の相談、自死遺族等の相談、こころの健康に関する相談を、年末年始を除く毎日 17：

00～22：00 に相談員が電話相談を受ける。 

i） 川崎市ひきこもり地域支援センター

令和 2 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの予定で川崎市より受託した。川崎市精神保健

福祉センターが直営で行っていた事業であるが、令和 3 年 4 月に新たなセンターが設置された。令

和 2 年度はセンター設置の準備を行ってきたが、今年度はケースや事業を引き継いで、直接的に支

援を開始した。ひきこもり状態にある対象者や家族の相談や支援にあたる。また、川崎市内のひき

こもり支援を行っている団体などのネットワーク推進も行う。 

メンタルケア協議会に協力する医師を中心に、スーパーバイズ体制を充実して行う。

 開所日  月・火・水・金・土曜日（木・日曜日／年末年始は休み） 

開所時間 10：00～19：00 

相談体制     電話・メール・面接（面接は来所相談と区役所の出張相談） 

5） その他事業

a） 全国老人保健施設協会より 老健スタッフのメンタルヘルスサポートとして

令和 3 年 4 月 1 日より新型コロナウイルス感染症に対応する介護職員等のこころの相談「コロ

ナ･こころの相談｣を受けている。

電話開設時間   火・金曜日 17：00～21：00（受付は 20：45） 

日曜日     13：00～17：00（受付は 16：45） 

メール相談     24 時間受付  48 時間以内に返信 

チャット相談 8 月 24 日より（曜日と時間は電話開設時間と同じ） 

b） 日本看護協会看護職のメンタルヘルス事業

令和 4 年 1 月 8 日より開設｢看護職のメンタルヘルスケア個別相談｣を受けている。

新型コロナウイルス感染症に対する不安や、差別偏見に対する悲愴感、抑うつ症状として表われ

るほどの疲弊が見られ、コロナ禍で大きな心理的負担を抱えながらも医療を支え続ける看護職に

対し、より密接で即時的な相談支援が求められ開設となった。 

開設時間    月～金曜日   13：00～21：00 

土・日・祝日   13：00～17：00 
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c） 厚生労働省令和 3 年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

（新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業）

「電話相談、SNS 相談、自殺未遂者支援等の自殺対策事業を効果的に行うための事業構築コン

サルテーション及び相談対応に対するスーパーバイズ事業」

令和 3 年度厚生労働省新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（民間団体実施

分）4 の交付を申請し、標記の調査研究事業を行った。全国都道府県政令市等への自殺対策に関わ

る相談事業と自殺未遂者支援事業の実態調査を行い、相談業務の課題や相談員育成の現状を明らか

にするとともに、要望のあった自治体へのコンサルテーションを行った。 

また、メンタルケア協議会の経験から、自治体に向けた自殺対策相談員養成研修の一部をオン

ラインで実施した。調査結果と研修会の効果評価について、オンラインで報告会を行いその内容を

報告書として配布した。 
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東京都精神科救急医療情報センター事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 14年 7 月 1日）

全日夜間（365 日）17：00～翌朝 9：00 

休日昼間（123 日）9：00～17：00  

※土・日・祝日 114日／5月連休 3日／年末年始 6日

2. 電話相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

電話相談のみ 642 787   660 714 540 659 

当番病院以外紹介 126 210 176 150 156 125 

初期救急 2 8 2 1 0 3 

二次救急 51 50 49 47 52 55 

身体合併 0 0 0 0 0 0 

合計 821 1055 887 912 794 842 

平均件数／日 27.37 34.03 29.57 29.42 24.16 28.07 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

電話相談のみ 641 549 642 631 472 596 7533 

当番病院以外紹介 188 143 168 137 100 146 1825 

初期救急 3 1 9 1 2 4 36 

二次救急 45 37 41 54 45 53 579 

身体合併 0 0 1 0 0 0 1 

合計 877 730 861 823 619 799 9975 

平均件数／日 28.29 24.33 27.77 26.55 22.11 25.77 27.33 

3. 相談員数

従事者 42名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 研修会

情報センター相談員全体研修会①   令和 3年 7 月 25 日 

情報センター相談員全体研修会②   令和 3年 11月 28 日 

情報センター相談員全体研修会③  令和 4年 3 月 6日 

相談員新人研修（対象 4 名、延べ 10回）  令和 3年 4 月～令和 4年 3 月 

新人相談員相談指導（対象 5名、延べ 10回）  令和 3年 4 月～令和 4年 3 月 

5. 東京都精神科救急医療情報センター運営委員会

第 1回 令和 3年 5月 29日 

第 2回 令和 3年 10月 3日 

第 3回 令和 4年 1月 16日 
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茨城県・山梨県精神科救急医療情報センター（夜間休日）事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日

茨城県精神科救急ダイヤル（事業開始は平成 25 年 1月 25日）

木曜日 17：00～22：00 

金曜日 17：00～翌朝 8：30 

土・日・祝日 8：30～翌朝 8：30 

※ 臨時にて月・水曜日 17：00～22：00 を 19日間実施した

茨城県精神科救急電話相談（事業開始は平成 31 年 4月 27日） 

土・日・祝日 8：30～翌朝 8：30 

山梨県精神科救急受信相談センター（事業開始は平成 26 年 11月 1日） 

平日 23：55～翌朝 8：30 

土・日・祝日 8：30～翌朝 8：30 

2. 電話相談実績

茨城県精神科救急ダイヤル

茨城県精神科救急電話相談 

山梨県精神科救急受診相談センター 

3. 相談員数

従事者 21名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 研修会・運営委員会

令和 3年度山梨県精神科救急 24 時間医療事業連絡調整委員会 オンライン開催

令和 3年 11月 19日 

令和 3年度茨城県精神科救急医療体制連絡調整委員会 オンライン開催 

令和 4年 2月 21日 

相談実施日数 相談件数 相談のみ 受診拒否 診察 入院 

227 313 247 4 6 56 

相談実施日数 相談件数 傾聴 助言 機関紹介 その他 

325 796 124 478 178 16 

相談実施日数 相談件数 相談のみ 受診拒否 診察 入院 

365 576 501 5 22 48 

- 11  -



東京都夜間こころの電話相談事業実施報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 16年 4 月 1日）

全日（365日） 17：00～22：00（電話受付 21：30） 

電話回線：3 相談員配置：4～5名 

2. 電話相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

総数 （延件数） 1358 1447 1377 1395 1446 1327 

新規 （実人数） 165 178 151 170 192 181 

平均回数 （件／日） 45.3 46.7 45.9 45.0 46.6 42.2 

内

訳 

傾聴助言 （延件数） 1303 1386 1309 1333 1397 1273 

機関紹介 （延件数） 38 44 43 31 27 40 

その他 （延件数） 11 13 20 28 14 9 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

総数 （延件数） 1342 1323 1401 1402 1310 1442 16570 

新規 （実人数） 180 184 200 167 161 205 1929 

平均回数 （件／日） 43.3 44.1 45.2 45.2 46.8 46.5 45.4 

内

訳 

傾聴助言 （延件数） 1283 1261 1334 1353 1260 1396 15888 

機関紹介 （延件数） 35 23 39 33 35 32 420 

その他 （延件数） 21 33 21 15 12 12 209 

※ 新規（実人数）には、事業を開始した平成 16 年度から令和 2 年度までの間に電話をかけたことがある人は含まれていない。

令和 2 年度までの新規（利用実人数）は 50,884 人で、令和 3 年度までの 18 年間の利用実人数の合計は 52,813 人。

3. 相談員の数

従事者 38 名（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

4. 研修会

グループ事例検討会

令和 3年 6月 6 日、令和 3年 8月 29日、令和 3 年 10月 31 日、令和 4年 2 月 27日、 

令和 4年 3月 13日 

「こころの電話相談」相談員必須研修会

令和 4年 1月 30日、令和 4年 2 月 6日、令和 4 年 2月 26日

5. こころの電話相談運営委員会

第 1 回 令和 3年 5月 30日

第 2 回 令和 3年 10月 3日

第 3 回 令和 4年 1月 16日

- 12  -



川崎市こころの電話相談事業実施報告 

１． 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 27年 4 月 1日） 

月～金曜日（祝日／年末年始を除く）令和 3年 5 月 31日まで 

全日（365日） 令和 3年 6月 1 日から

平日   9：00～21：00 電話回線：2 相談員配置：2名 

土・日・祝日 9：00～21：00 電話回線：1 相談員配置：1名 

年末年始   9：00～17：00（12月 29 日～1月 3日） 

2. 電話相談実績

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
月相談件数 422 394 769 685 719 764 853 807 804 812 756 920 8705
新規 85 99 238 196 199 214 245 219 211 197 161 231 2295
再相談 328 280 491 458 504 516 582 559 575 591 576 670 6130
不明 9 15 40 31 16 34 26 29 18 24 19 19 280

3. 相談員の数

従事者 33名（令和 4 年 3月 31 日現在） 
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相模原市こころのホットライン（自殺予防電話相談）事業実施報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は令和 2 年 10 月 1日）

年末年始を除く毎日、17：00～22：00（電話受付 21：30） 

電話回線：1  相談員配置：1名 

特別相談期間 令和 3 年 9月 1日～9月 30日、令和 4年 3 月 1日～3月 30 日 

※特別期間中は、17：00～22：00 まで相談を受け付ける

2. 電話相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

相談件数 273 300 285 298 294 293 339 346 277 315 285 341 3646 

不明 30 36 37 35 41 21 40 58 37 49 37 28 449 

再相談 199 218 203 211 206 228 258 239 210 216 212 263 2663 

新規 44 46 45 52 47 44 41 49 30 50 36 50 534 

3. 相談員の数

従事者 14名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 相談員研修会

相模原市精神保健福祉センター見学  令和 3 年 5月 28日 

- 14  -



東京都自殺相談ダイヤル事業実施報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 22年 4 月 15日）

① 令和 3年 4月 1 日～令和 3年 7月 20日

全日（365日） 14：00～翌朝 6：00（電話受付 翌朝 5：30） 

電話回線：2 相談員配置：2～3名 

② 令和 3年 7月 21日～令和 4年 3 月 31 日

全日（365日） 12：00～翌朝 6：00（電話受付 翌朝 5：30） 

電話回線：2 相談員配置：2～3名 

特別相談期間 令和 3 年 9月 16日～20 日 令和 4 年 3月 27日～31日 

※特別期間中は、5：30～12：00まで相談を受け付け、24時間相談を実施

2. 電話相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 
9 月（特別

期間含む）

総数  （延件数） 1781 2001 1924 2047 2313 2413 

新規 （実人数） 607 706 703 800 875 943 

平均回数  （件／日） 59.37 64.55 64.13 66.03 74.61 59.37 

仲介 （実人数） 3 0 4 0 2 2 

緊急対応   （実人数） 1 1 4 2 3 3 

内 

訳 

企図実行済 （延件数） 20 16 17 12 10 20 

希死念慮高 （延件数） 19 19 32 19 26 18 

希死念慮中（延件数） 92 103 80 112 104 128 

希死念慮低（延件数） 1108 1247 1141 1264 1450 1559 

希死念慮無（延件数） 498 555 587 573 645 608 

希死念慮不明(延件数) 44 61 67 67 78 80 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 
3 月（特別

期間含む）
合計 

総数  （延件数） 2334 2166 2435 2461 2173 2394 26442 

新規  （実人数） 914 868 894 905 791 884 9890 

平均回数  （件／日） 80.43 75.29 72.20 78.55 79.39 77.61 77.23 

仲介 （実人数） 6 2 3 6 0 4 32 

緊急対応   （実人数） 1 2 4 4 2 2 29 

内 

訳 

企図実行済 （延件数） 17 12 24 11 17 15 191 

希死念慮高 （延件数） 26 30 29 17 13 28 276 

希死念慮中（延件数） 128 99 100 109 86 111 1252 

希死念慮低（延件数） 1494 1389 1613 1646 1462 1630 17003 

希死念慮無（延件数） 579 558 562 589 516 525 6795 

希死念慮不明(延件数) 90 78 107 89 79 85 925 
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3. 相談員の数

従事者 81名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 相談員研修会

グループ事例検討会

令和 3年 5月 23日、 令和 3年 6 月 20 日、 令和 3年 7月 11日、 令和 3 年 8月 15日、 

令和 3年 9月 12日、 令和 3年 9 月 26 日、 令和 3年 10 月 17日、令和 3 年 11月 14日、 

令和 3年 12月 12日、令和 3年 12月 26 日、令和 4年 1月 9日、  令和 4 年 1月 23日、 

令和 4年 2月 13日 

5. 自殺防止のための電話相談技能研修

基礎知識習得のための講義（オンラインビデオ研修）

① 「外傷的育ちを抱える人の生きづらさの理解‐メンタライゼーションの視点から」

② 「外傷的育ちを抱える人の支援‐メンタライゼーションの視点から」

③ 「思春期の『死にたい』気持ちに向き合う」

④ 「不登校の『つらさ』を考える」

⑤ 「ひきこもり支援の背景と長期化を防ぐ関わり方」

⑥ 「ひきこもり、文化依存症候群か普遍な現象なのか;治療によるナラティブアプローチ」

⑦ 「ひきこもり状態にある人の支援：訪問支援の実際」

⑧ 「ひきこもり支援におけるアウトリーチ」

⑨ 「ひきこもり支援におけるアウトリーチとケースマネジメント」

⑩ 「むぎぐみの子育て支援・家族支援・当時者支援」

⑪ 「むぎぐみのひきこもり支援の実践」

⑫ 「ひきこもる人たちの心情」

⑬ 「8050問題に周囲はどう関わればいいのか」

⑭ 「コロナ流行下の自殺」

グループロールプレイ 

①相談を受け止める（ロールプレイとグループワーク） 

令和 4年 1月 30日・令和 4年 2 月 6日・令和 4 年 2月 26日 

②自殺リスクアセスメントと自殺に関連する相談（模擬事例検討とロールプレイ)

令和 4年 2月 12日・令和 4年 2 月 23 日 

③他機関ヘ繋ぐ（ケース検討とロールプレイ）

令和 4年 3月 21日・令和 4年 3 月 27 日 

④SNSと電話へ繋ぐ（ケース検討とロールプレイ）

令和 4年 3月 19日 
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現場研修 

現場研修① 東京都夜間こころの電話相談 

令和 4年 2月 11日、令和 4年 2 月 13 日、令和 4 年 2月 19日 令和 4 年 3 月 3日 

現場研修② 東京都精神科救急医療情報センター 

令和 4年 3月 7 日、令和 4年 3月 10日、令和 4 年 3月 12日、令和 4年 3 月 14日、 

令和 4年 3月 16日 

現場研修③ SNS相談 

令和 4年 3月 20日、令和 4年 3 月 23 日、令和 4 年 3月 25日、令和 4 年 3 月 26日 

現場研修④ NPO法人 TENOHASI「ホームレス支援とハウジングファースト」 

炊き出し 令和 4年 3月 12日、令和 4年 3 月 26 日 

夜回り 令和 4年 3月 2 日、令和 4年 3月 16日、令和 4 年 3月 30日 

6. 特別期間相談

第 1回 令和 3年 9月 16日～20 日 

第 2回 令和 4年 3月 27日～31 日 

7. 東京都自殺相談ダイヤル運営委員会

第 1回 令和 3年 5月 30日 

第 2回 令和 3年 10月 3日 

第 3回 令和 4年 1月 16日 

8. アドバイザリーボードミーティング

＜人材育成検討会委員（アドバイザリーボード）名簿＞ 

荒井 澄子 元南多摩保健所（保健師･精神保健福祉士） 

大下 隆司 代々木の森診療所院長 

奥村 茉莉子 日本臨床心理士会 事務理事 

加藤 雅江 杏林大学医学部付属病院医療ソーシャルワーカー 

国吉 浄子 元東京都立多摩総合精神保健福祉センター相談員 

白石 弘巳 東洋大学教授 

張 賢徳 帝京大学医学部付属溝の口病院／精神科教授 

内藤 武 「埼玉いのちの電話」研修委員 

西村 由紀 NPO メンタルケア協議会理事 

羽藤 邦利 NPOメンタルケア協議会理事長／代々木の森診療所理事長 

橋場 隆志 東京弁護士会障害者権利擁護委員会オアシス委員／橋場隆志法律事務所 

服部 万里子 元立教大学教授／NPO 渋谷介護サポートセンター 

北條 彩 成増厚生病院 精神科医 

森野 嘉郎 日本いのちの電話連盟常務理事／東京パーソナル法律事務所 

与儀 恵子 荒川区福祉部障害者福祉課 こころの健康推進係長 

（以上 17名・50音順） 

人材育成検討会議（アドバイザリーボードミーティング） 

第 1回 令和 3年 8月 28日 

第 2回 令和 4年 3月 27日 
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東京都 SNS 自殺相談事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 30年 9 月 10日）

全日（365日） 15：00～23：00（受付 22：30）(4 月 1日～7月 19 日は 22：00終了) 

SNS回線：3～7 相談員配置：4～8名（SV1名以上を含む） 

特別相談期間 令和 3 年 3月／9 月全日 

※特別期間中は 21：30～22：30以外は 7 回線にて実施

2. SNS 相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 
9 月 

(特別期間含む)

総数 （延件数） 992 1304 1304 1402 1405 1488 

新規  （実人数） 286 514 572 607 671 749 

平均回数  （件／日） 33.07 42.06 43.47 45.23 45.32 49.60 

仲介 （実人数） 6 5 4 6 3 1 

緊急対応 （実人数） 0 1 1 1 0 1 

内 

訳 

企図実行済（延件数） 2 6 11 6 8 3 

希死念慮高（延件数） 4 7 6 4 6 5 

希死念慮中（延件数） 15 31 25 41 27 9 

希死念慮低（延件数） 690 925 1035 1094 1106 1328 

希死念慮無（延件数） 230 259 164 183 166 62 

月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 
3 月 

（特別期間含む）
合計 

総数 （延件数） 1373 1312 1257 1352 1263 1473 15925 

新規  （実人数） 677 612 533 528 418 531 6698 

平均回数  （件／日） 44.29 42.32 40.55 43.61 45.11 47.52 43.51 

仲介 （実人数） 4 2 6 7 1 2 47 

緊急対応   （実人数） 1 1 0 0 1 5 12 

内 

訳 

企図実行済（延件数） 8 13 8 4 7 4 80 

希死念慮高（延件数） 6 3 5 6 4 7 63 

希死念慮中（延件数） 43 29 22 15 32 32 331 

希死念慮低（延件数） 1189 1133 1063 1192 1020 1225 13000 

希死念慮無（延件数） 76 79 90 65 143 159 1676 

3. 相談員の数

従事者 68名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

※うち、スーパーバイザー 20名

4. 相談員研修会

第 1回 令和 3年 8月 9 日 

第 2回 令和 4年 1月 10日 
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東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業実施報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日

（事業開始は平成 26 年 4 月 28日、窓口設置は平成 26年 7月 10 日）

全日（365日） 9：00～19：00（受付 17：00） 

相談員配置：2～3名 

2. 相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

新規 22 23 25 25 17 22 18 23 17 21 11 26 250 

継続 112 109 134 83 118 104 133 147 145 155 118 123 1481 

計 134 132 159 108 135 126 151 170 162 176 129 149 1731 

対

応

内

訳 

情報提供 9 18 12 16 12 14 17 13 10 11 5 18 155 

連絡・調整 45 30 63 20 24 36 26 51 46 49 26 24 440 

仲介 2 5 5 4 5 1 3 6 2 2 3 5 43 

直接支援 92 84 97 77 104 88 119 115 123 136 109 107 1251 

その他 1 0 0 1 1 0 1 1 0 3 0 1 9 

計 149 137 177 118 146 139 166 186 181 201 143 155 1898 

＊1 件に 1 日のうちに複数の対応があるため、対応合計と件数合計は一致しない 

3. 相談員の数

従事者 12名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 内部検討会

第 1 回 令和 3 年 4 月 15 日 
第 2 回 令和 3 年 5 月 20 日 
第 3 回 令和 3 年 6 月 17 日 
第 4 回 令和 3 年 7 月 15 日 
第 5 回 令和 3 年 8 月 19 日 
第 6 回 令和 3 年 9 月 16 日 
第 7 回 令和 3 年 10 月 21 日 
第 8 回 令和 3 年 11 月 18 日 
第 9 回 令和 3 年 12 月 16 日 
第 10 回 令和 4 年 1 月 20 日 
第 11 回 令和 4 年 2 月 17 日 
第 12 回 令和 4 年 3 月 17 日 
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5. 自殺未遂者対応地域連携支援事業検討委員会

＜委員名簿＞ 

松本 俊彦 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部 部長 

矢野 正雄 南町田病院理事 

平川 淳一 東京精神科病院協会会長／平川病院院長 

芦刈 伊世子 東京精神神経科診療所協会理事／あしかりクリニック院長 

松岡 裕美 東京医科歯科大学病院 精神看護専門看護師 

菊池 佳子 江戸川区健康部参事副参事 

菅原 卓人 昭島警察署 生活安全課 臨床心理士 

竹内 真之 警視庁生活安全部生活安全総務課管理官（オブザーバー） 

三ツ井 彰 東京消防庁救急部救急医務課長（オブザーバー） 

引間 邦彦 東京消防庁救急部救急医務課救急医務係長（オブザーバー） 

高木 和也 東京消防庁救急部救急医務課救急医務係主任（オブザーバー） 

久村 信昌 東京都福祉保健局医療政策部救急災害医療課長 

八木 良次 東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課長 

向山 倫子 東京都福祉保健局保健政策部健康推進事業調整担当課長 

西村 隆夫 メンタルケア協議会副理事長／にしむらクリニック院長

羽藤 邦利 メンタルケア協議会理事長／代々木の森診療所理事長

西村 由紀 メンタルケア協議会理事

中島 淳志 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 自殺総合対策担当 課長代理 

内野 沙紀 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 自殺総合対策担当 

中川 麻衣子 東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 自殺総合対策担当 

(以上 20 名) 
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港区自殺未遂者対応支援事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 27年 8 月 1日）

平日（土・日・祝日除く）9：00～17：00（受付 16：00） 

2. 相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 
11 月 12月 1 月 2 月 3 月 計 

新規 4 0 0 1 1 1 1 0 0 3 0 4 15 

継続 14 14 14 15 15 13 14 14 14 14 14 18 173 

計 18 14 14 16 16 14 15 14 14 17 14 22 188 

対

応

内

訳 

面接 7 3 6 3 3 2 6 6 4 7 3 2 52 

連絡・調整 25 12 21 12 9 5 13 22 15 17 13 17 181 

電話 29 44 40 34 41 33 56 48 53 58 42 68 546 

仲介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

同行 1 2 0 0 1 1 1 1 0 3 2 1 13 

計 62 61 67 49 54 41 76 77 72 85 60 88 792 

3. 相談員の数

従事者 12名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 研修会、内部検討会

東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業に準ずる。
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千葉自殺未遂者支援事業実施報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日

平日（土・日・祝日除く）9：00～17：00（受付 16：00） 

令和 3年 4月からこれまでも千葉県で対応してきた県救急医療センターからの依頼を受け、

事業を受託した。11月には、県内全ての 3次救命救急センターに告知し、12 月から県内 

全域を活動エリアとしている。 

2. 相談実績

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 総計 

新規数 4 4 2 3 1 4 0 0 3 2 0 1 24 

活動数 27 27 70 50 35 47 64 55 65 52 40 33 565 

＊新規：前年度までのものの引継ぎも含め、新たに対応したケースの件数 
＊活動数：各ケースに対して活動した日数の合計。1 日にいくつかの支援をした場合は、1 とカウント（例えば、関係機関に連
絡し、本人と電話で話したら、同一日であれば 1 とカウント） 

3. 相談員の数

従事者 12名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 研修会、内部検討会

東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業に準ずる。
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杉並区男女平等推進センター相談事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 19年 4 月 1日）

月～金曜日（祝日／年末年始を除く）9：00～17：00 

電話回線：3 面接室：1 相談員配置：2名（水・木曜日）、3 名（月・火・金曜日） 

2. 相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

合計 116 95 139 96 89 113 115 116 104 99 85 127 1294 

一般電話 64 60 94 59 53 67 66 54 47 54 44 61 723 

一般来所 4 1 8 6 3 1 5 7 4 3 2 3 47 

DV 電話 35 23 26 19 19 35 28 40 31 33 27 36 352 

DV 来所 13 11 11 12 17 10 16 15 22 9 12 27 172 

DV あり 
（再掲）

23 23 18 22 17 24 17 26 33 17 20 38 278 

3. 相談員の数

従事者 10名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

4. 研修会

相談員研修会①（杉並のみ） 令和 3年 6月 29日

相談員研修会②（杉並・練馬合同） 令和 3年 9月 5 日

相談員研修会③（杉並のみ） 令和 3年 12月 10日 

相談員研修会④ (杉並・練馬合同） 令和 4年 2月 11日 

相談員全体研修会 令和 4年 3月（オンライン） 
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練馬区男女共同参画センター相談事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（事業開始は平成 22年 4 月 1日）

総合相談：全日（年末年始を除く） 

心の相談：月～土曜日（祝日／年末年始を除く） 

相談時間 

総合相談：全日（祝日を除く）        9：00～19：00      祝日 9：00～17：00 

心の相談：月～土曜日（祝日を除く）  10：00～19：00     祝日 10：00～17：00 

相談員配置：各 1名 

2. 相談実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

総合

相談 

電話 292 271 303 340 301 324 320 352 291 329 305 340 3773 

来所 2 3 1 0 0 0 0 5 2 1 3 1 16 

心の

相談 

電話 4 6 8 4 3 8 5 3 2 1 2 2 48 

来所 13 14 13 18 12 13 18 17 13 13 8 18 170 

総計 311 291 325 362 316 345 343 377 308 344 318 361 4007 

3. 相談員の数

従事者 14名（令和 4 年 3月 31 日現在）

4. 研修会

相談員研修会①（練馬のみ）      令和 3 年 5 月 16日 

相談員研修会②（練馬・杉並合同）   令和 3 年 9 月 5日 

相談員研修会③（練馬のみ）      令和 3 年 10月 24日 

相談員研修会④ (練馬・杉並合同） 令和 4 年 2 月 11日 

相談員全体研修会  令和 4年 3 月（オンライン） 
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川崎市ひきこもり地域支援センター事業実施報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日（準備室期間 令和 3年 10月 1 日から）

開所 月・火・水・金・土曜日 10：00～19：00（木・日曜日・年末年始閉所） 

相談体制は、電話・メール・直接来所等。面接は来所相談と区役所の出張相談 

2. 相談実績

一次相談件数  271件 （相談のみで終了 182 件、登録に移行した数 89件） 

旧センター引継ケース数 82件 （情報のみ 7件・卒後グループ 2 名含む） 

2021年度継続相談者数 171 件 2021年度内で終了した数 62件 

2022年度に引継ケース数 109件 

3. 一次相談の実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

受付総数 16 20 22 19 26 29 26 29 16 23 11 34 271 

（内電話） 13 16 20 15 23 29 25 23 15 14 8 28 229 

（内メール） 0 2 2 2 1 0 1 5 1 6 1 3 24 

（内来訪） 3 2 0 0 2 0 0 1 0 3 2 3 16 

継続移行数 8 10 12 4 7 7 6 5 3 10 4 10 86 

再相談 2 1 4 0 2 6 6 7 0 2 1 2 33 

4. 継続相談支援実績

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

支援実数（実人数） 66 72 78 81 76 78 82 78 86 93 83 93 966 

面接 
当事者 50 47 57 63 56 56 50 57 54 55 58 75 678 

家族 42 46 54 52 47 50 62 55 65 58 55 73 659 

訪問 4 2 5 3 7 3 4 5 4 4 5 7 53 

同行 

医療 1 2 0 0 0 2 2 0 1 1 3 3 15 

就労 0 4 1 1 0 1 5 3 2 4 1 0 22 

その他 0 1 3 0 0 0 0 4 0 2 1 1 12 

グループ活動 8 14 18 18 9 17 18 20 21 45 13 17 218 

電話相談 
当事者 3 2 13 14 11 10 13 7 10 13 6 6 108 

家族 6 22 18 16 23 20 16 14 16 21 23 23 218 

メール・問合せ・郵送 2 2 20 3 4 5 3 1 4 5 2 6 57 

関係機関 
CC 2 1 6 2 2 2 0 1 0 8 11 5 40 

連絡他 7 14 11 4 12 21 7 2 3 16 17 10 124 

支援件数 合計 125 157 206 176 171 187 180 169 180 232 195 226 2,204 
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＜曜日別一覧＞ 

面接 

(来所＋出張面接) 

訪問 

(自宅+その他) 

同行 

(受療・精神相談+就労援助+その他) 
合計 

月曜日 235 6 4 245 

火曜日 313 18 6 337 

水曜日 248 9 12 269 

木曜日 12 0 3 15 

金曜日 325 14 12 351 

土曜日 168 6 10 184 

日曜日 0 0 0 0 

祝日 36 0 2 38 

合計 1337 53 49 1439 

（うち 17：

00 以降） 
158 9 1 168 

5. 集団活動支援実績

月曜グループ（対人交流系） 45回 延べ 115 名参加 

月曜プレグループ 1回 3名参加 

図書館ボランティア（作業系） 19回 延べ 55 名参加 

当事者グループ 6回 延べ  9 名参加 

就労体験（競技場清掃等） 6回 延べ 14 名参加 

6. 相談員の数

従事者 10名（令和 4 年 3月現在） 

7. 外部研修会

1）家族向け学習会 令和 4年 1月 27日 

テーマ「ひきこもりから抜け出す工夫」

講師：メンタルケア協議会理事長  羽藤 邦利先生 

2）市民向け講演会 令和 4年 3月 15日 

テーマ「コロナ禍のひきこもりを語ろう」

講師：たまりばえん理事長 西野 博之氏ほか 4名 

8. 内部検討会

毎月 1回開催。令和 3 年度は以下日程にて実施。

令和 3年 4月 29 日、令和 3年 5 月 13 日、 令和 3年 6月 10日、 令和 3 年 7月 8 日、 

令和 3年 8月 5 日、 令和 3年 9月 9日、  令和 3 年 10月 14日、 令和 3 年 11月 11 日、 

令和 3年 12月 9日、令和 4年 1 月 29 日、 令和 4年 2月 10日、 令和 4 年 3月 10日 
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港区新型コロナこころのサポートダイヤル事業報告

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日から令和 4年 3 月 31 日（事業開始は令和 2年 4 月 28 日）

月～金曜日 13：00～17：00 

電話回線：2 相談員配置：1～2 名 

2. 電話相談実績

相談件数 2021 年 2022 年 

電話 

（件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 計 

21 35 18 20 38 20 14 7 8 28 14 12 235 

神奈川県新型コロナウイルス感染症こころのケア相談事業報告（軽症者向け）

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日から令和 4年 3 月 31 日（事業開始は令和 2年 5 月 20 日）

月～金曜日 13：00～17：00 

電話回線：1 相談員配置：1～2名 

2. 電話相談実績

相談件数 2021 年 2022 年 

電話 

（件数） 

4 月 5 月 6 月 7月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2 月 3 月 計 

11 52 23 59 143 72 12 4 7 62 119 89 653 

神奈川県新型コロナウイルス感染症こころのケア相談事業報告（医療従事者等）

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日から令和 4年 3 月 31 日（事業開始は令和 3年 4 月 1日から）

月～金曜日 13：00～21：00 

電話回線：1 相談員配置：1～2 名 

2. 電話相談実績

相談件数 2021 年 2022 年 

電話 

（件数） 

4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2 月 3 月 計 

8 28 8 25 25 6 4 2 2 29 11 11 159 

- 27  -



新型コロナウイルス感染症に対応する介護職員等のこころの相談事業報告 

1. 実施期間

令和 3年 4月 1 日～令和 4年 3月 31日 （事業開始は令和 3年 4 月 1日）

電話・チャット相談 火・金曜日 17：00～21：00（受付 20：45） 

日曜日 13：00～17：00（受付 16：45） 

メール相談 24時間 

電話回線：1 相談員配置：1～2名 

2. 電話相談実績

相談件数 2021 年 2022 年 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 計 

電話 2 2 0 1 0 0 5 2 0 3 5 3 23 

チャット 0 0 0 0 1 3 5 2 0 4 3 1 19 

メール 4 8 12 5 2 2 4 3 3 6 12 5 66 

合計 6 10 12 6 3 5 14 7 3 13 20 9 108 

看護職のメンタルヘルスケア個別相談事業報告 

1. 実施期間

令和 4年 1月 8 日～3 月 31日（事業開始は令和 4 年 1月 8 日）

平日 13：00～21：00 

土・日・祝日 13：00～17：00 

電話回線：1 相談員配置：1～2 名 

相談件数 2022 年 

月 1 月 2 月 3 月 計 

電話 16 38 69 123 

2. 相談員の数

従事者 27名（令和 4 年 3月 31 日現在） 

3. 研修会

自殺相談ダイヤル、夜間こころの相談ダイヤルに順ずる

東京都夜間こころの電話相談運営委員会（自殺相談ダイヤルと合同）
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２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係わる事業

事業名 事 業 内 容 事業日時 実施場所 従事者の

人 数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支 出 額 

インタ

ーネッ

ト・ウェ

ブサイ

トなど

による

情 報

提 供

インターネッ

ト・ウェブサイト

による情報提供 

常時 事務局 2 名 精神科の保健

医療福祉の関

係者及び不特

定の市民

13,051 

メーリングリス

ト

随時 事務局 1 名 正会員及びそ

の他の会員

インターネッ

ト・ウェブサ

イトによる情

報提供の費用

の中から支出

調査研

究事業

令和 3年 4
月～令和

4 年 3 月 

事務局 3 名 東京都医師会

会員

28,958 

東京都

委託事

業 

東京都精神科救

急医療情報セン

ター

通年（毎

日） 

東京都保

健医療情

報センタ

ー 

電話相談

員 36 名

と事務局

7 名

都民 36,193,430 

東京夜間こころ

の電話相談

通年（毎

日）

東京都保

健医療情

報センタ

ー

電話相談

員 35 名

と事務局

5 名 

都民 21,369,637 

東京都自殺(電話

+SNS)相談ダイ

ヤル

通年（毎

日）

東京都自

殺相談ダ

イヤル相

談室

電話相談

員 69 名

と事務局

9 名 

都民 183,392,195 

東京都自殺未遂

者対応連携支援

事業

通年（毎

日）

事務局 電話相談

員 11 名

と事務局

4 名 

都民 14,275,756 

東京都

委託事

業

ＳＮＳ教育相談

事業

通年（毎

日） 

事務局 電話相談

員 58 名

と事務局

4 名 

都民 75,843,443 
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杉並区

委託事

業

杉並区男女平等

推進センター相

談事業

通年（土日

祝及び年

末年始除

く）

杉並区役

所

相談員 9
名と事務

局

4 名 

杉並区民 12,188,230 

練馬区

委託事

業

練馬区男女共同

参画センター相

談事業

通年（年末

年始を除

く毎日）

練馬区男

女共同参

画センタ

ー

相談員

14 名と

事務局

4 名 

練馬区民 15,713,132 

港区未

遂者支

援委託

事業

港区いのちのサ

ポート相談 

通年（平日

のみ）

事務局 相談員

11 名と 
事務局

4 名 

港区民 2,532,617 

港区委

託事業

港区新型コロナ

こころのサポー

トダイヤル

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日

（平日の

み）

事務局 相談員

8 名と 
事務局

4 名 

港区民 5,007,684 

品川区

自殺未

遂者対

応支援

事業委

託

自殺未遂者対応

支援事業

令和 3年 8
月 2 日～

令和 4年 3
月 31 日 

事務局 相談員

11 名と

事務局 4
名

品川区民 1,911,574 

国立市

委託事

業

国立市夜間休日

女性相談事業 

通年（毎

日）

事務局 相談員

15 名と

事務局

4 名 

国立市民 2,675,063 

茨城県

委託事

業

茨城県精神科救

急医療情報セン

ター及び茨城県

精神科救急相談

事業 

通年（木金

土日祝）

事務局 相談員

21 名と

事務局 4
名

茨城県民 15,584,132 

山梨県

委託事

業

山梨県精神科救

急医療情報セン

ター

通年（毎

日）

事務局 相談員

21 名と

事務局 4
名

山梨県民 8,032,168 
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神奈川

県委託

事業

神奈川県新型コ

ロナウイルス感

染症こころのケ

ア相談

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日

（平日）

事務局 相談員

15 名と 
事務局

3 名 

神奈川県民 5,714,531 

川崎市

委託事

業

川崎市こころの

電話相談 

通年（平日

のみ）

事務局 相談員

15 名と

事務局

4 名 

川崎市民 14,273,158 

川崎市

委託事

業

川崎市ひきこも

り地域支援セン

ター運営

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日

（木・日曜

除く）

川崎市ひ

きこもり

地域支援

センター

相談員 8
名と事務

局 4 名 

川崎市民 51,624,013 

相模原

市委託

事業

相模原市こころ

の電話相談 

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日

（年末年

始除く）

事務局 相談員

10 名と

事務局

4 名 

相模原市民 4,792,815 

千葉県

自殺未

遂者支

援委託

令和 3年度サポ

ートネット 

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日

(祝日・休

日を除く) 

事務局 相談員

11 名と 
事務局

4 名 

千葉県民 8,090,859 

老健コ

ロナ相

談事業

老健施設職員の

ためのメンタル

ヘルス相談窓口

業務 

令和 3年 4
月 1 日～

令和 4年 3
月 31 日 
(火金日曜

日のみ) 

事務局 相談員 1
名と事務

局 1 名 

老健施設スタ

ッフ

5,708,123 

日本看

護協会

看護職のメンタ

ルヘルスケア個

別相談事業 

令和 4年 1
月 8 日～

令和 5年 3
月 31 日通

年

事務局 相談員 1
名と事務

局 1 名 

看護職員 1,280,757 
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厚生労

働省補

助金事

業

自殺対策事業 事務局 3 名 3,762,330

その他 企業メンタルヘ

ルス（ストレス

チェック）

事務局 1 名 企業 3 社 155,230 

（２）収益事業

収益事業は行わなかった。
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科目
【経常収益】
 【受取会費】

 正会員受取会費 780,000 
 賛助会員受取会費 95,000 
 正会員受取入会金 0 
 賛助会員受取入会金 0 875,000 

 【受取寄付金】
    受取寄付金 0 
   受取寄付金（報告書） 16,720 16,720 
 【受取助成金等】

    受取助成金 0 
    受取補助金 4,455,548 4,455,548 
 【事業収益】

    事業収益 607,925,645 
 【その他収益】

    受取  利息 1,160 
    雑  収  益 1,680,873 1,682,033 

経常収益  計 614,954,946 
【経常費用】
 【事業費】

    （人件費）
臨時雇賃金 316,704,906 
法定福利費 24,019,707 
福利厚生費 1,092,470 

人件費計 341,817,083 
 （その他経費）

業務委託費 124,025 
諸  謝  金 24,425,486 
印刷製本費 613,279 
会  議  費 879,471 
旅費交通費 14,492,098 
通信運搬費 3,349,870 
消耗品  費 3,840,476 
修　繕　費 16,082 
事　務　費 47,346,971 
リース料　8％ 228,612 
保  険  料 351,618 
書　籍　費 120,173 
租税  公課 46,307,598 
研  修  費 2,705,369 
支払手数料 1,534,412 
雑 費 2,010,263 

その他経費計 148,345,803 
事業費  計 490,162,886 

 【管理費】
    （人件費）

給料  手当 1,147,267 
法定福利費 72,663 
福利厚生費 128,430 

人件費計 1,348,360 
 （その他経費）

印刷製本費 410,711 

金額

議案第２号　　令和3年度収支決算（案）並びに監査報告

[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人メンタルケア協議会 自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日

活　動　計　算　書
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議案第２号　　令和3年度収支決算（案）並びに監査報告

[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人メンタルケア協議会 自 令和3年 4月 1日  至 令和4年 3月31日

活　動　計　算　書

会  議  費 106,492 
旅費交通費 8,561 
通信運搬費 53,998 
消耗品  費 419,606 
修  繕  費 3,168 
水道光熱費 18,724 
賃  借  料 880,938 
研　修　費 23,000 
保  険  料 7,040 
リース料　8％ 4,668 
租税  公課 79,441 
支払手数料 132,537 
雑 費 50,235 

その他経費計 2,199,119 
管理費  計 3,547,479 

経常費用  計 493,710,365 
当期経常増減額 121,244,581 

【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 

 税引前当期正味財産増減額 121,244,581 
当期正味財産増減額 121,244,581 
前期繰越正味財産額 131,135,489 

次期繰越正味財産額 252,380,070 
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科目
《資産の部》
 【流動資産】

 （現金・預金）
現      金 146,761 
当座  預金ゆうちょ 205,000 
普通  預金 286,973,475 

現金・預金 計 287,325,236 
 （売上債権）

未　収　金 21,272 
未収入金 計 21,272 

 （有価証券）
有価  証券 21,047 

有価証券 計 21,047 
 （その他流動資産）

未収  収益 79,021,727 
その他流動資産  計 79,021,727 

流動資産合計 366,389,282 
 【固定資産】

 （有形固定資産）
什器  備品 1 

有形固定資産  計 1 
 （投資その他の資産）

敷      金 12,317,560 
投資その他の資産  計 12,317,560 

固定資産合計 12,317,561 

資産合計 378,706,843 

《負債の部》

 【流動負債】
    未  払  金 124,984,545 
　　前　受　金 20,000 
    預  り  金 1,332,228 

流動負債合計 126,336,773 78,521,995 
負債合計 78,521,995 

《正味財産の部》
 前期繰越正味財産 131,135,489 
 当期正味財産増減額 121,244,581 

 正味財産合計 252,380,070 

 負債及び正味財産合計 378,706,843 

金額

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人メンタルケア協議会 [税込]（単位：円）

全事業所 令和4年 3月31日 現在
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書式第１６号（法第２８条関係）

　特定非営利活動法人メンタルケア協議会

１． 重要な会計方針
　計算書類の作成はＮＰＯ法人会計基準(2010年7月20日2017年12月12日最終改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会)
　によっています。

固定資産の減価償却の方法
固定資産は定額法により減価償却しています。

消費税等の会計処理
消費税は税込み方式により処理しています。

２． 事業別損益の状況
（単位：円）

都救急委託事
業

都夜間電話相
談事業

都自殺相談ダ
イヤル事業

都自殺未遂者
対策事業

SNS相談事業 杉並委託事業 練馬委託事業

Ⅰ　経常収益

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

事業収益 45,125,025 26,540,405 227,733,209 17,836,789 97,449,817 14,994,182 19,631,172
その他収益

経常収益計 45,125,025 26,540,405 227,733,209 17,836,789 97,449,817 14,994,182 19,631,172

Ⅱ　経常費用

人件費

臨時雇賃金 22,748,175 12,482,437 127,426,196 5,575,793 44,102,523 7,312,507 11,547,288

法定福利費 938,778 1,244,345 6,381,588 1,486,719 5,887,712 1,421,736 189,255

福利厚生費 93,099 50,951 412,408 42,090 177,166 24,476 40,829

人件費計 23,780,052 13,777,733 134,220,192 7,104,602 50,167,401 8,758,719 11,777,372

その他経費

業務委託費

諸謝金 2,495,007 1,853,715 5,985,175 3,174,139 5,227,127 252,366 315,138
印刷製本費 46,216 27,387 175,207 17,688 85,015 14,835 19,972
会議費 32,137 23,282 127,705 168,579 3,841 2,792 5,937
旅費交通費 1,730,757 887,658 1,678,584 763,907 3,463,451 405,625 251,677
通信運搬費 179,296 147,724 903,316 75,321 377,347 121,438 131,217
消耗品費 166,212 156,392 815,787 78,805 1,398,145 49,572 58,316
修繕費 1,247 739 6,935 477 2,295 400 539
事務費 3,479,528 2,097,212 19,087,915 1,367,626 6,641,771 1,314,944 1,503,507
賃借料

リース料8% 18,900 11,196 90,048 7,236 34,764 6,060 8,160
保険料 28,512 16,896 137,168 11,017 52,947 9,245 12,320
書籍費 5,810 3,430 54,373 2,240 33,600 1,890 2,520
租税公課 3,428,653 2,024,809 17,322,350 1,368,551 7,382,209 1,152,627 1,502,898
研修費 457,811 100,448 1,255,946 28,799 496,890 18,229 20,988
支払手数料 222,110 169,127 554,793 50,637 161,001 39,931 49,708
雑費 121,182 71,889 976,701 56,132 315,639 39,557 52,863
その他経費計 12,413,378 7,591,904 49,172,003 7,171,154 25,676,042 3,429,511 3,935,760

経常費用計 36,193,430 21,369,637 183,392,195 14,275,756 75,843,443 12,188,230 15,713,132

当期経常増減額 8,931,595 5,170,768 44,341,014 3,561,033 21,606,374 2,805,952 3,918,040

 ２．

 ３．

 ４．

 ５．

令和3年度　計算書類の注記

（１）

（２）

（１）

（２）

科目

 １．
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（単位：円）

港区委託事業
国立市委託

事業
港区コロナ相
談委託事業

品川区自殺未
遂者対応支援

事業委託

茨城県精神科
救急事業

山梨県精神科
救急事業

川崎市こころ
委託事業

Ⅰ　経常収益

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

事業収益 3,149,300 3,326,400 7,838,877 2,742,121 19,372,037 9,993,344 17,741,872
その他収益

経常収益計 3,149,300 3,326,400 7,838,877 2,742,121 19,372,037 9,993,344 17,741,872

Ⅱ　経常費用

人件費

臨時雇賃金 1,843,639 2,116,190 3,402,364 1,700,000 10,503,617 5,166,675 11,143,686
法定福利費 28,581 15,711 74,640 0 154,531 97,045 97,198
福利厚生費 5,773 3,216 15,914 0 33,294 20,657 16,038
人件費計 1,877,993 2,135,117 3,492,918 1,700,000 10,691,442 5,284,377 11,256,922

その他経費

業務委託費

諸謝金 267 134 668 0 1,192,995 852,822 668
印刷製本費 2,852 1,712 7,988 0 16,548 10,270 7,988
会議費 1,358 77 381 0 765 483 381
旅費交通費 74,466 62,559 157,021 1,892 266,154 196,810 776,439
通信運搬費 14,037 8,785 34,077 574 434,740 42,767 33,831
消耗品費 13,612 75,584 23,810 0 48,487 30,365 95,783
修繕費 77 46 216 0 447 277 216
事務費 291,612 129,206 642,765 0 1,334,827 792,827 644,018
賃借料

リース料8% 1,164 696 3,264 0 6,768 4,200 3,264
保険料 1,780 1,067 4,977 0 10,307 6,398 4,976
書籍費 420 210 1,050 0 2,100 1,330 1,050
租税公課 238,893 251,253 602,136 209,108 1,495,745 756,130 1,370,093
研修費 0 0 0 0 0 0 0
支払手数料 4,334 2,533 11,902 0 27,211 17,938 50,857
雑費 9,752 6,084 24,511 0 55,596 35,174 26,672
その他経費計 654,624 539,946 1,514,766 211,574 4,892,690 2,747,791 3,016,236

経常費用計 2,532,617 2,675,063 5,007,684 1,911,574 15,584,132 8,032,168 14,273,158

当期経常増減額 616,683 651,337 2,831,193 830,547 3,787,905 1,961,176 3,468,714

 ４．

 ５．

（１）

科目

 １．

 ２．

 ３．

（２）
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（単位：円）

神奈川コロナ
相談委託事業

相模原市ここ
ろ委託事業

川崎市ひきこ
もり委託事業

千葉県自殺未
遂支援業務委

託
企業メンタル

老健コロナ相
談事業

日本看護協会

Ⅰ　経常収益

受取会費

受取寄付金

受取助成金等

事業収益 8,902,082 5,954,488 57,813,005 10,109,000 400,840 8,822,821 1,991,955
その他収益

経常収益計 8,902,082 5,954,488 57,813,005 10,109,000 400,840 8,822,821 1,991,955

Ⅱ　経常費用

人件費

臨時雇賃金 4,131,887 3,596,032 27,756,693 6,102,679 4,700,000 1,120,000

法定福利費 55,708 54,967 5,801,619 89,574
福利厚生費 11,467 10,863 115,680 18,549
人件費計 4,199,062 3,661,862 33,673,992 6,210,802 0 4,700,000 1,120,000

その他経費

業務委託費 124,025

諸謝金 401 490 2,361,325 846
印刷製本費 4,565 5,707 72,682 16,620
会議費 230 2,982 499,094 483
旅費交通費 187,807 134,997 2,993,532 144,793
通信運搬費 197,077 24,478 422,594 39,542 64,602 308
消耗品費 13,937 17,224 489,633 30,818 253,880
修繕費 123 154 1,617 277 0
事務費 398,256 453,892 6,365,383 801,682 0
賃借料 0
リース料8% 1,872 2,328 24,492 4,200 0
保険料 2,844 3,557 41,208 6,399 0
書籍費 630 770 7,420 1,330 0
租税公課 674,606 459,790 4,367,076 793,616 30,275 687,373 160,449
研修費 0 0 26,258 0 0
支払手数料 6,860 8,538 125,523 15,431 930 2,268
雑費 26,261 16,046 152,184 24,020 0
その他経費計 1,515,469 1,130,953 17,950,021 1,880,057 155,230 1,008,123 160,757

経常費用計 5,714,531 4,792,815 51,624,013 8,090,859 155,230 5,708,123 1,280,757

当期経常増減額 3,187,551 1,161,673 6,188,992 2,018,141 245,610 3,114,698 711,198

（１）

（２）

 ４．

 ３．

 １．

 ５．

科目

 ２．
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（単位：円）
厚生労働省補

助金事業
調査研究委託

収事業
広報A・B 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ　経常収益

受取会費 0 875,000 875,000

受取寄付金 0 16,720 16,720

受取助成金等 3,537,000 3,537,000 918,548 4,455,548

事業収益 383,400 607,852,141 73,504 607,925,645

その他収益 0 1,682,033 1,682,033

経常収益計 3,537,000 383,400 0 611,389,141 3,565,805 614,954,946

Ⅱ　経常費用 0

人件費 0

臨時雇賃金 2,226,525 316,704,906 1,147,267 317,852,173

法定福利費 24,019,707 72,663 24,092,370

福利厚生費 1,092,470 128,430 1,220,900

人件費計 2,226,525 0 0 341,817,083 1,348,360 343,165,443

その他経費 0

業務委託費 124,025 124,025

諸謝金 712,203 24,425,486 24,425,486

印刷製本費 80,027 613,279 410,711 1,023,990

会議費 8,964 879,471 106,492 985,963

旅費交通費 313,969 14,492,098 8,561 14,500,659

通信運搬費 83,748 13,051 3,349,870 53,998 3,403,868

消耗品費 24,114 3,840,476 419,606 4,260,082

修繕費 0 16,082 3,168 19,250

事務費 0 47,346,971 18,724 47,365,695

賃借料 0 880,938 880,938

リース料8% 0 228,612 4,668 233,280

保険料 0 351,618 7,040 358,658

書籍費 0 120,173 0 120,173

租税公課 0 28,958 46,307,598 79,441 46,387,039

研修費 300,000 2,705,369 23,000 2,728,369

支払手数料 12,780 1,534,412 132,537 1,666,949

雑費 0 2,010,263 50,235 2,060,498

その他経費計 1,535,805 28,958 13,051 148,345,803 2,199,119 150,544,922

経常費用計 3,762,330 28,958 13,051 490,162,886 3,547,479 493,710,365

当期経常増減額 ▲ 225,330 354,442 ▲ 13,051 121,226,255 18,326 121,244,581

３． 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）はありません。
当法人の正味財産は 252,380,070円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

４． 固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
什器備品
（ＭＬ110

255,150 0 0 255,150 255,149 1

投資その他の資産
敷金 12,317,560 0 0 12,317,560 0 12,317,560

12,572,710 0 0 12,572,710 255,149 12,317,561

科目

 １．

科目

合計

 ２．

 ３．

 ４．

 ５．

（１）

（２）
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科目
《資産の部》
 【流動資産】

 （現金・預金）
現      金 146,761 
当座  預金ゆうちょ 205,000 
普通  預金 286,973,475 

みずほ (286,243,087)
三菱ＵＦＪ (624,710)
三井住友 (105,678)
現金・預金 計 287,325,236 

    （売上債権 ）
未　収　金 21,272 
未収金 計 21,272 

 （有価証券）
有価  証券 21,047 

有価証券 計 21,047 
 （その他流動資産）

未収  収益 79,021,727 
その他流動資産  計 79,021,727 

流動資産合計 366,389,282 
 【固定資産】

 （有形固定資産）
什器  備品 1 

有形固定資産  計 1 
 （投資その他の資産）

敷      金 12,317,560 
投資その他の資産  計 12,317,560 

固定資産合計 12,317,561 
資産合計 378,706,843 

《負債の部》
 【流動負債】

    未  払  金 124,984,545 
　　前　受　金 10,000 
    預  り  金 1,332,228 

所得税預り (760,884)
住民税預り (248,400)
謝金所得税預り (208,444)
預り金 (114,500)
流動負債合計 126,326,773 

負債合計 126,326,773 

正味財産 252,380,070 

金額

財　産　目　録

特定非営利活動法人メンタルケア協議会 [税込]（単位：円）

全事業所 令和4年 3月31日 現在
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議案第 3 号 令和 4 年度事業計画及び予算（案） 

令和4年度事業計画案（令和4年4月1日～令和5年3月31日） 

1．令和4年度の事業の概要

メンタルケア協議会は、平成 14 年 7月に東京都より精神科救急医療情報センターの業

務を受託して以来、東京都夜間こころの電話相談、東京都自殺相談ダイヤル（こころとい

のちのホットライン）、東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業（こころといのちのサポー

トネット）、東京都 SNSを活用した自殺相談、茨城県と山梨県の休日深夜の精神科救急医療

情報センター、茨城県の精神科救急医療相談窓口、杉並区、練馬区の女性相談とＤＶ防止

対策、千葉県と港区と品川区の自殺未遂支援事業、川崎市のひきこもり地域支援センター、

川崎市や相模原市の心の電話相談などの事業を行っています。

昨年度途中から、品川区自殺未遂者対応支援、老健施設のコロナ・こころの相談、日本

看護協会の専門職向けこころの相談が加わりましたが、今年度から新たに受ける事業はあ

りません。今年度は、今受けている相談業務の充実や相談員の育成、昨年度の補助金研究

事業で行った調査の追加分析、これまでの相談業務から得られた知見の発信などに力を入

れていきます。 

令和 4年度に行う主な事業は下記のとおりです。 

ア） 東京都精神科救急医療情報センター

平成 14 年 7月より東京都から受託している「東京都精神科救急医療情報センター」の業

務を継続して行う。相談員の配置の他、全体研修会、自由参加型研修、運営委員会、現場

指導、個別指導を行う。事業実績のまとめと、マニュアルの改訂を行う。 

イ） 茨城県精神科救急医療情報センター（夜間休日）及び茨城県救急医療相談

平成 26 年 1月より茨城県から受託している「茨城県精神科救急医療情報センター（茨

城県精神科救急ダイヤル）」は、金曜日 17：00～翌朝 8：30、土・日・祝日 8：30～翌朝 8：

30、木曜日 17：00～22：00を請け負っている。月～水曜日の 17：00～22：00は県の直営

で実施されている。医療機関、救急隊、警察などから相談を受けている。 

平成 31 年 4月 27日より、事業開始している一般県民向けの「茨城県精神科救急電話相

談事業」は、月～金曜日の 17：00～22：00、土・日・祝日の 8：30～翌朝 8：30に相談を

受ける。 

ウ） 山梨県精神科救急医療情報センター（夜間休日）

平成 26 年 11月より山梨県から受託している「山梨県精神科救急医療情報センター（山

梨県精神科救急受診相談センター）」は、県立北病院が昼間を受け持ち、夜間休日をメンタ

ルケア協議会が受け持っている。今年度もこれまでと同様の予定である。

茨城県・山梨県ともに、相談員の研修会は東京都精神科救急情報センターと一緒に実施

する。また、茨城県・山梨県のセンター業務のために、メンタルケア協議会の協力医師に

よるスーパーバイザーをオンコールで依頼し、相談の質を担保する。 

今年度は、山梨県の精神科病院見学や県立北病院の相談員との合同研修を企画する。 

エ） 東京夜間こころの電話相談事業

平成 16 年 4 月より東京都から受託している「東京夜間こころの電話相談」事業を継続
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して行う。相談員の配置の他、全体研修会、事例検討会、自由参加型研修、運営委員会、

個別指導、シニア相談員資格試験などを行う。自殺相談ダイヤルと合同の事例検討会を通

じて、より幅の広い対応を学んでいただき、相談員の資質の向上に努める。 

オ） 川崎市こころの電話相談

平成 27 年度から川崎市精神保健福祉センターより受託している「こころの電話相談」

事業を今年度も引き続き継続する。令和 3年 6 月 1日より平日は 2回線、土・日・祝日は

1回線、9：00～21：00（年末年始のみ 9：00～17：00）相談電話を事務所への転送にて請

け負う。コロナで中止になっていた川崎市内の社会資源の見学など、相談員の現場研修を

再開する。 

カ） 相模原市こころのホットライン

令和 2年 10月 1日から相模原市精神保健福祉センターより受託している自殺予防電話

「こころのホットライン」事業を今年度も引き続き継続する。年末年始を除く 17：00～22：

00、1 回線の相談を事務所への転送にて請け負う。 

キ） 東京都自殺相談事業（電話及びSNSによる自殺相談）

平成 22 年度より東京都から受託している「東京都自殺相談ダイヤル」事業は、平成 30

年 9月 10日から開始された東京都 SNS自殺相談事業と、令和 3年 4月 1 日に一体化した。

今年度もそのまま事業を実施する。 

電話相談窓口は、毎日 12：00～翌朝 6：00（受付 5：30）まで開設され、SNS相談窓口

は毎日 15：00～23：00（受付 22：30）まで開設される。 

こころの電話相談と同様に、相談員の配置の他、全体研修会、事例検討会、自由参加型

研修、運営委員会、現場指導、シニア相談員資格試験などを行う。また、常時必要な時に

オンコールによるスーパーバイズを行う。

平成 21 年度から行っている「自殺防止のための電話相談技能研修」は、年度末に 1 回

実施し、次年度の相談員の養成と、現任相談員の技能を高める。 

今年度は、一体化した窓口の効率的運用、東京都自殺未遂者対応地域連携支援こころと

いのちのサポートネットとの連携を課題にする。 

ク） 東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業（こころといのちのサポートネット）

平成 26 年度より受託している「東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業」を引き続き

受託する。専門の相談員を配置し、他機関と連携することで自殺未遂者をはじめとする自

殺ハイリスク者の支援にあたる。今年度は、学校や教育機関への普及啓発を図る予定。 

相談員研修の一環として、関係機関へ事業説明等のための講師派遣を行う。 

自殺未遂者支援の実態と課題について、得られた知見を発信していく。 

ケ） 港区自殺未遂者対応支援事業（港区いのちのサポート相談）

平成 27 年 8月から港区より受託している港区未遂者支援事業を今年度も引き続き継続

する。平日の 9：00～17：00、相談を請け負う。相談員の研修や担当事例のスーパーバイ

ズ体制は、東京都自殺未遂者対応地域連携支援事業と同様に行う。 

コ） 千葉県自殺未遂者支援事業（千葉県いのちのサポートネット）

令和 3年 4月 1 日から千葉県より受託した自殺未遂者支援事業を、今年度はより強化し

て継続する。今年度は、千葉県全域の 3 次救急病院を対象に、広く事業を活用していただ

くことを目標にする。 
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サ） 品川区自殺未遂者対応支援事業（品川区いのちの寄り添いサポート）

令和 3年 8月から品川区より受託した自殺未遂者支援事業であるが、今年度も引き続き

継続する。本格的な稼働に向け、地域の支援機関との連携を深めていく。スーパーバイズ

体制などは、東京都自殺未遂者対応連携支援事業と同様に行う。 

シ） 杉並区男女平等推進センター相談事業

平成 19 年 4月より杉並区から受託している「杉並区男女平等推進センター相談」事業

を継続して行う。年々増えている面接相談に対応するため、毎日 12：00から終了時間（17：

15）まで、3 人体制を取ることとなった。全体研修会、事例検討会、自由参加型研修、運

営委員会は今までどおりに開催する。また、相談員はこころの電話相談または自殺相談ダ

イヤルを兼務することを義務づけ、電話相談のノウハウや幅広い対応について学んでいた

だく。

ス） 練馬区男女共同参画センター相談事業

平成 22 年度より練馬区から受託している練馬区男女共同参画センターにおける「心の

相談」事業を引き続き行う。また、同センターの「総合相談」及び「DV相談」も一部担当

する。事業内容の変更はない。 

相談員は、全体研修会、事例検討会、自由参加型研修、運営委員会の他、継続相談につ

いての報告を義務づけられており、一つひとつのケースへきめ細かなスーパーバイズ体制

を取れるように努める。また、相談員はこころの電話相談または自殺相談ダイヤルを兼務

することを義務づけ、電話相談のノウハウや幅広い対応について学んでいただく。 

セ） 国立市夜間・休日女性相談

平成 30 年 5月 3日から、国立市より新たに夜間休日の電話による女性相談事業を受託

した。月・水・金曜日 19：00～22：00、土・日・祝日 17：00～22：00 に実施される。 

ソ） 川崎市ひきこもり地域支援センター事業

令和 2年 10月 1日から令和 8年 3 月 31 日までの予定で川崎市より受託した。川崎市精

神保健福祉センターが直営で行っていた事業であるが、令和 3 年 4月から新たなセンター

が設置されるにタイミングで委託授業となった。センターの開設は、月・火・水・金・土

曜日 10：00～19：00で、ひきこもり状態にある対象者や家族の相談や支援にあたる。また、

川崎市内のひきこもり支援を行っている団体などのネットワーク推進も行う。 

メンタルケア協議会に協力する医師を中心に、スーパーバイズ体制を充実して行う。

タ） 港区新型コロナこころのサポートダイヤル

新型コロナウイルスの流行により、令和 2年 4 月 28日から受託している事業。当初は

数か月で終了予定であったが、今年度も当面、平日 9：00～17：00で継続する予定である。 

チ） 神奈川県新型コロナウイルス感染症等こころのケア相談

神奈川県内の新型コロナウイルスの感染陽性者で、自宅や宿泊施設において療養してい

る方を対象とした電話相談として、令和 2年 5 月 20日から単年度事業として始まった事業

である。今年度も下記の体制で引き続き実施となった。 

軽症者向けこころの電話相談（1 回線） 平日 13：00～17：00（休日を除く） 

医療従事者等向けこころの電話相談（1回線）平日 13：00～17：00（休日を除く） 
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ツ） 公益社団法人全国老人保健施設協会「コロナ・こころの相談事業」

令和 3年 4月 1 日から単年度予定で開始した相談ではあるが、今年度も電話とメールの

二つの窓口を継続する。 

火曜日 17：00～21：00（受付 20：45） 

日曜日 13：00～17：00（受付 16：45） 

テ） 公益財団法人日本看護協会電話相談

令和 4年 1月 8 日より、看護職のメンタルヘルスケア事業として開始した。令和 5 年 3

月 31日までの予定で相談を受ける。 

月～金曜日 13：00～21：00 

土・日・祝日 13：00～17：00 

ト） 港区生活保護受給者等メンタルケア支援事業（新規）

令和 4年 5月 23日から令和 5年 3月 31日までの予定で港区より新たに生活保護受給者

の支援事業を受託した。 

港区が判断した生活保護受給者に対し専門的な支援を行うことにより支援対象者の自

立を助長する。支援内容は下記のとおりである。 

・日常生活支援業務（通院指導、服薬指導、家族支援、退院支援、生活に係る諸相談

など）

・社会生活支援業務（社会資源を活用した社会参加支援など）

・就労支援業務（就労への意欲喚起、就労相談、就労継続のためのストレスコントロ

ール支援など）

ナ） セミナー、研修、講演会事業の開催

新型コロナウイルス感染症により、一般の方向けの大きなシンポジウムの開催は控えて

きた経緯があるが、できれば令和 4年度中に第 21 回シンポジウムを実施したい。 

ニ） 企業のメンタルヘルスの推進のための企画

ストレスチェックなどのサービスを行う。職域の自殺対策を視野に入れた支援を行って

いきたい。 

ヌ） 調査研究事業

令和 3 年度厚生労働省新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業補助金

を受けて「電話相談、SNS 相談、自殺未遂者支援等の自殺対策事業を効果的に行うための

事業構築コンサルテーション及び相談対応に対するスーパーバイズ事業」を行ったが、今

年度も引き続き貴重なアンケート等を詳細分析し、報告していく予定。 

ネ） インターネット・ウェブサイト、会誌「ＪＡＭ通信」、メーリングリスト

メンタルケア協議会のインターネット・ウェブサイトを充実させ、精神保健医療福祉の

関係者にいっそう役立つものにしていく。メーリングリストにより会員の間で情報共有を

図る。 

紙面の JAM通信については、2022 年度第 1回として発行日 5月 31日で再開した。 
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２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係わる事業

事業名 事 業 内 容 事業日時 実施場所 従事者の

人 数 

受益対象者の

範囲及び人数 

支 出 額 

セミナ

ー,研修

会，講演

会の開

催

前年開催シンポ

ジウムの報告書

作成 

令和 4年 4
月～令和

5 年 3 月 

事務局 1 名 3,000,000 

調査研

究事業

令和 4年 4
月～令和

5 年 3 月 

事務局 3 名 東京都医師会

会員

1,000,000 

インタ

ーネッ

ト・ウェ

ブサイ

トなど

による

情 報

提 供

インターネッ

ト・ウェブサイト

による情報提供 

常時 事務局 2 名 精神科の保健

医療福祉の関

係者及び不特

定の市民 

50,000 

メーリングリス

ト

随時 事務局 1 名 正会員及びそ

の他の会員

インターネッ

ト・ウェブサイ

トによる情報提

供の費用の中か

ら支出

東京都

委託事

業 

東京都精神科救

急医療情報セン

ター

通年（毎

日） 

東京都保

健医療情

報センタ

ー 

電話相談

員 36 名

と事務局

7 名

都民 45,975,025 

東京夜間こころ

の電話相談

通年（毎

日）

東京都保

健医療情

報センタ

ー

電話相談

員 35 名

と事務局

5 名 

都民 26,498,605 

東京都自殺(電話

+SNS)相談ダイ

ヤル

通年（毎

日）

東京都自

殺相談ダ

イヤル相

談室

電話相談

員 69 名

と事務局

9 名 

都民 233,520,607 
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東京都自殺未遂

者対応連携支援

事業

通年（毎

日）

事務局 電話相談

員 11 名

と事務局

4 名 

都民 27,262,042 

杉並区

委託事

業

杉並区男女平等

推進センター相

談事業

通年（土日

祝及び年

末年始除

く）

杉並区役

所

相談員 9
名と事務

局

4 名 

杉並区民 15,125,700 

練馬区

委託事

業

練馬区男女共同

参画センター相

談事業

通年（年末

年始を除

く毎日）

練馬区男

女共同参

画センタ

ー

相談員

14 名と

事務局

4 名 

練馬区民 20,477,732 

港区未

遂者支

援委託

事業

港区いのちのサ

ポート相談 

通年（平日

のみ）

事務局 相談員

11 名と 
事務局

4 名 

港区民 3,207,853 

港区委

託事業

港区新型コロナ

こころのサポー

トダイヤル

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日

（平日の

み）

事務局 相談員

8 名と 
事務局

4 名 

港区民 7,838,877 

品川区

自殺未

遂者対

応支援

事業委

託

自殺未遂者対応

支援事業

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日 

事務局 相談員

11 名事

と事務局

4 名 

品川区民 3,921,639 

港区生

活保護

受給者

メンタ

ルケア

支援事

業業務

委託

生活保護受給者

メンタルケア支

援事業

令和 4年 5
月 23 日～

令和 5年 3
月 31 日 

港区役所 相談員 2
名と事務

局 2 名 

港区民 4,986,879 

国立市

委託事

業

国立市夜間休日

女性相談事業 

通年（毎

日）

事務局 相談員

15 名と

事務局

4 名 

国立市民 1,733,875 
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茨城県

委託事

業

茨城県精神科救

急医療情報セン

ター及び茨城県

精神科救急相談

事業 

通年（木金

土日祝）

事務局 相談員

21 名と

事務局 4
名

茨城県民 20,840,830 

山梨県

委託事

業

山梨県精神科救

急医療情報セン

ター

通年（毎

日）

事務局 相談員

21 名と

事務局 4
名

山梨県民 9,964,730 

神奈川

県委託

事業

神奈川県新型コ

ロナウイルス感

染症こころのケ

ア相談

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日

（平日）

事務局 相談員

15 名と 
事務局

3 名 

神奈川県民 6,706,770 

川崎市

委託事

業

川崎市こころの

電話相談 

通年（平日

のみ）

事務局 相談員

15 名と

事務局

4 名 

川崎市民 19,867,899 

川崎市

委託事

業

川崎市ひきこも

り地域支援セン

ター運営

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日

（木・日曜

除く）

川崎市ひ

きこもり

地域支援

センター

相談員 8
名と事務

局 4 名 

川崎市民 57,813,005 

相模原

市委託

事業

相模原市こころ

の電話相談 

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日

（年末年

始除く）

事務局 相談員

10 名と

事務局

4 名 

相模原市民 6,325,128 

千葉県

自殺未

遂者支

援委託

令和 3年度サポ

ートネット 

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日

(祝日・休

日を除く) 

事務局 相談員

11 名と 
事務局

4 名 

千葉県民 12,700,000 
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老健コ

ロナ相

談事業

老健施設職員の

ためのメンタル

ヘルス相談窓口

業務 

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日 
(火金日曜

日のみ) 

事務局 相談員 1
名と事務

局 1 名 

老健施設スタ

ッフ

2,088,000 

日本看

護協会

看護職のメンタ

ルヘルスケア個

別相談事業 

令和 4年 4
月 1 日～

令和 5年 3
月 31 日通

年

事務局 相談員 1
名と事務

局 1 名 

看護職員 6,867,824 

その他 企業メンタルヘ

ルス（ストレス

チェック）

事務局 1 名 企業 3 社 300,000 

（２）収益事業

収益事業は行わなかった。
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（単位：円）

科 目 令　和　４　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　減
【収入の部】
【受取会費】
　正会員受取会費 1,000,000 1,000,000 0
　賛助会員受取会費 200,000 200,000 0
　正会員受取入会金 100,000 100,000 0
　賛助会員受取入会金 50,000 50,000 0
受取会費  計 1,350,000 1,350,000 0
【受取寄付金】
　受取寄付金 1,500,000 1,500,000 0
　受取寄付金（報告書） 150,000 150,000 0
受取寄付金  計 1,650,000 1,650,000 0
【受取助成金等】
　受取補助金（東精協） 1,000,000 1,000,000 0
　受取補助金（厚生労働省） 0 3,537,000 △ 3,537,000
受取助成金等  計 1,000,000 4,537,000 △ 3,537,000
【事業収益】
　講演会事業1　シンポジウム 1,000,000 3,000,000 △ 2,000,000
　東京都救急委託事業 45,083,225 45,125,025 △ 41,800
　東京都電話相談委託事業 26,540,405 26,540,405 0
　東京都自殺相談委託事業 233,520,607 209,139,111 24,381,496
　東京都未遂者支援委託事業 27,262,042 16,962,225 10,299,817
　東京都SNS相談委託事業 0 97,449,817 △ 97,449,817
　杉並区女性相談委託事業 15,125,700 14,994,182 131,518
　練馬区女性相談委託事業 20,477,732 19,794,610 683,122
　港区未遂者支援委託事業 3,207,853 3,149,300 58,553
　国立市女性相談委託事業 1,733,875 1,720,125 13,750
　港区新型コロナ相談委託事業 7,838,877 7,838,877 0
　品川区自殺未遂者対応支援事業 3,921,639 0 3,921,639
 生活保護受給者メンタルケア支援事業業務委 4,986,879 0 4,986,879
　茨城県救急委託事業 20,840,830 18,868,407 1,972,423
　山梨県救急委託事業 9,964,730 9,993,344 △ 28,614
　神奈川県新型コロナ相談委託事業 6,706,770 4,494,286 2,212,484
　川崎市こころの相談委託事業 19,867,899 7,730,114 12,137,785
　川崎市ひきこもり地域支援センター運営事業 57,813,005 52,995,258 4,817,747
　相模原市こころの相談委託事業 6,325,128 5,954,488 370,640
 千葉県自殺未遂者支援委託事業 12,700,000 10,109,000 2,591,000
 全老健新型コロナ相談事業 2,088,000 4,950,000 △ 2,862,000

　日本看護協会電話相談 6,867,824 0 6,867,824
　企業メンタル 300,000 300,000 0
　調査研究委託事業 1,000,000 1,000,000 0
事業収益  計 535,173,020 562,108,574 △ 26,935,554
【その他収益】
　雑  収  益 1,000,000 1,000,000 0
その他収益  計 1,000,000 1,000,000 0

　当期収入合計（Ａ） 540,173,020 570,645,574 △ 30,472,554
　前期　繰越収支差額 252,390,170 131,135,489 121,254,681
　収入合計（Ｂ） 792,563,190 701,781,063 90,782,127

【支出の部】
【受取助成金等事業費】
厚生労働省補助金事業
（人件費）
　　賃金 0 1,300,000
　人件費計 0 1,300,000
（その他経費）

　諸  謝  金 0 585,000
　　旅費 0 830,000

　消耗品  費 0 42,500
　印刷製本費 0 106,000
　雑役務費 0 16,500
　通信運搬費 0 81,000
　会議費 0 6,000
　借料及び損料 0 130,000
　委託費 0 440,000

　その他経費計 0 2,237,000
　受取助成金等事業費  計 0 3,537,000

講演会事業1　シンポジウム
（人件費）

　臨時雇賃金 80,000 80,000 0
　人件費計 80,000 80,000 0
（その他経費）

　講演会場費 500,000 500,000 0
　諸  謝  金 400,000 400,000 0

令　和　4　年　度　収　支　予　算　書　（案）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
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科 目 令　和　４　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　減
　印刷製本費 800,000 800,000 0
　会  議  費 110,000 110,000 0
　旅費交通費 100,000 100,000 0
　通信運搬費 1,000,000 1,000,000 0
　消耗品  費 200,000 200,000 0
　租税  公課 △ 200,000 △ 200,000 0
　支払手数料 2,000 2,000 0
　雑      費 8,000 8,000 0

　その他経費計 2,920,000 2,920,000 0
　事業費  計 3,000,000 3,000,000 0
広報事業：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる情報提供
（その他経費）

　通信運搬費 50,000 50,000 0
　その他経費計 50,000 50,000 0
　事業費  計 50,000 50,000 0
広報事業：JAM通信発行
（その他経費）

　印刷製本費 0 0 0
　通信運搬費 0 0 0
　消耗品  費 0 0 0

　その他経費計 0 0 0
　事業費  計 0 0 0
東京都救急委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 30,261,000 30,261,000 0
　法定福利費 1,700,000 1,700,000 0
　福利厚生費 120,000 120,000 0

　人件費計 32,081,000 32,081,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 2,850,000 2,000,000 850,000
　印刷製本費 250,000 250,000 0
　会  議  費 125,000 125,000 0
　旅費交通費 2,500,000 2,500,000 0
　通信運搬費 250,000 250,000 0
　消耗品  費 273,025 273,025 0

　　事　務　費 3,258,000 3,258,000 0
リース料　8％ 48,000 48,000 0
保  険  料 30,000 30,000 0
書　籍　費 20,000 20,000 0
租税  公課 3,300,000 3,300,000 0
研  修  費 300,000 300,000 0
支払手数料 370,000 370,000 0

　雑  費 320,000 320,000 0
　その他経費計 13,894,025 13,044,025 850,000
　事業費  計 45,975,025 45,125,025 850,000
東京都電話相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 17,053,000 17,053,000 0
　法定福利費 450,000 450,000 0
　福利厚生費 80,000 80,000 0

　人件費計 17,583,000 17,583,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 1,000,000 1,000,000 0
　印刷製本費 190,000 190,000 0
　会  議  費 30,000 30,000 0
　旅費交通費 1,750,000 1,750,000 0
　通信運搬費 160,000 160,000 0
　消耗品  費 283,605 325,405 △ 41,800

　　事　務　費 3,095,000 3,095,000 0
リース料　8％ 27,000 27,000 0
保  険  料 20,000 20,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 1,850,000 1,850,000 0
研  修  費 120,000 120,000 0
支払手数料 200,000 200,000 0

　雑  費 180,000 180,000 0
　その他経費計 8,915,605 8,957,405 △ 41,800
　事業費  計 26,498,605 26,540,405 △ 41,800
東京都自殺(電話+SNS)相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 190,000,000 166,700,000 23,300,000
　法定福利費 3,000,000 3,000,000 0
　福利厚生費 250,000 250,000 0

　人件費計 193,250,000 169,950,000 23,300,000
（その他経費）

　諸  謝  金 5,500,000 4,500,000 1,000,000
　印刷製本費 350,000 350,000 0
　会  議  費 80,000 80,000 0
　旅費交通費 3,500,000 3,500,000 0
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科 目 令　和　４　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 増　　　　減
　通信運搬費 450,000 450,000 0
　消耗品  費 1,440,607 1,359,111 81,496

　　事　務　費 7,055,000 7,055,000 0
リース料　8％ 65,000 65,000 0
保  険  料 50,000 50,000 0
書　籍　費 30,000 30,000 0
租税  公課 18,000,000 18,000,000 0
研  修  費 2,500,000 2,500,000 0
支払手数料 500,000 500,000 0

　雑  費 750,000 750,000 0
　その他経費計 40,270,607 39,189,111 1,081,496
　事業費  計 233,520,607 209,139,111 24,381,496
東京都未遂者支援委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 15,000,000 8,118,000 6,882,000
　法定福利費 3,000,000 2,000,000 1,000,000
　福利厚生費 50,000 50,000 0

　人件費計 18,050,000 10,168,000 7,882,000
（その他経費）

　諸  謝  金 2,000,000 1,600,000 400,000
　印刷製本費 200,000 280,000 △ 80,000
　会  議  費 150,000 150,000 0
　旅費交通費 1,500,000 900,000 600,000
　通信運搬費 350,000 200,000 150,000
　消耗品  費 318,042 288,225 29,817

　　事　務　費 3,000,000 1,982,000 1,018,000
リース料　8％ 14,000 14,000 0
保  険  料 20,000 20,000 0
書　籍　費 30,000 30,000 0
租税  公課 1,080,000 1,080,000 0
研  修  費 350,000 50,000 300,000
支払手数料 80,000 80,000 0

　雑  費 120,000 120,000 0
　その他経費計 9,212,042 6,794,225 2,417,817
　事業費  計 27,262,042 16,962,225 10,299,817
東京都SNS教育委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 0 61,050,000
　法定福利費 0 2,300,000
　福利厚生費 0 200,000

　人件費計 0 63,550,000
（その他経費）

　諸  謝  金 0 10,000,000
　印刷製本費 0 1,000,000
　会  議  費 0 1,800,000
　旅費交通費 0 5,000,000
　通信運搬費 0 1,350,000
　消耗品  費 0 1,197,817

　　事　務　費 0 5,182,000
リース料　8％ 0 90,000
保  険  料 0 50,000
書　籍　費 0 80,000
租税  公課 0 6,000,000
研  修  費 0 1,000,000
支払手数料 0 1,000,000

　雑  費 0 3,000,000
　その他経費計 0 36,749,817
　事業費  計 0 100,299,817
杉並区女性相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 9,400,000 9,392,000 8,000
　法定福利費 1,500,000 1,500,000 0
　福利厚生費 70,000 70,000 0

　人件費計 10,970,000 10,962,000 8,000
（その他経費）

　諸  謝  金 250,000 250,000 0
　印刷製本費 80,000 80,000 0
　会  議  費 20,000 20,000 0
　旅費交通費 500,000 500,000 0
　通信運搬費 230,000 115,000 115,000
　消耗品  費 164,700 156,182 8,518

　　事　務　費 1,468,000 1,468,000 0
リース料　8％ 23,000 23,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 1,130,000 1,130,000 0
研  修  費 50,000 50,000 0
支払手数料 120,000 120,000 0
雑      費 100,000 100,000 0
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　その他経費計 4,155,700 4,032,182 123,518
　事業費  計 15,125,700 14,994,182 131,518
練馬区女性相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 15,000,000 13,600,000 1,400,000
　法定福利費 500,000 400,000 100,000
　福利厚生費 70,000 70,000 0

　人件費計 15,570,000 14,070,000 1,500,000
（その他経費）

　諸  謝  金 300,000 300,000 0
　印刷製本費 140,000 140,000 0
　会  議  費 20,000 20,000 0
　旅費交通費 600,000 775,000 △ 175,000
　通信運搬費 210,000 130,000 80,000
　消耗品  費 312,732 316,610 △ 3,878

　　事　務　費 1,500,000 2,219,000 △ 719,000
リース料　8％ 30,000 29,000 1,000
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 1,450,000 1,450,000 0
研  修  費 50,000 50,000 0
支払手数料 145,000 145,000 0

　雑  費 130,000 130,000 0
　その他経費計 4,907,732 5,724,610 △ 816,878
　事業費  計 20,477,732 19,794,610 683,122
港区未遂者支援委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 1,800,000 1,800,000 0
　法定福利費 150,000 150,000 0
　福利厚生費 30,000 30,000 0

　人件費計 1,980,000 1,980,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 110,000 60,000 50,000
　印刷製本費 50,000 50,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 250,000 245,000 5,000
　通信運搬費 30,000 30,000 0
　消耗品  費 221,853 218,300 3,553

　　事　務　費 220,000 220,000 0
リース料　8％ 6,000 6,000 0
保  険  料 5,000 5,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 250,000 250,000 0
研  修  費 20,000 20,000 0
支払手数料 15,000 15,000 0

　雑  費 30,000 30,000 0
　その他経費計 1,227,853 1,169,300 58,553
　事業費  計 3,207,853 3,149,300 58,553
国立市女性相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 1,124,000 1,124,000 0
　法定福利費 40,000 40,000 0
　福利厚生費 10,000 10,000 0

　人件費計 1,174,000 1,174,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 20,000 20,000 0
　印刷製本費 35,000 35,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 60,000 60,000 0
　通信運搬費 30,000 30,000 0
　消耗品  費 61,875 61,125 750

　　事　務　費 145,000 132,000 13,000
リース料　8％ 4,000 4,000 0
保  険  料 5,000 5,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 119,000 119,000 0
研  修  費 20,000 20,000 0
支払手数料 10,000 10,000 0

　雑  費 30,000 30,000 0
　その他経費計 559,875 546,125 13,750
　事業費  計 1,733,875 1,720,125 13,750
港区新型コロナ相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 4,925,000 4,925,000 0
　法定福利費 120,000 120,000 0
　福利厚生費 25,000 25,000 0

　人件費計 5,070,000 5,070,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 50,000 50,000 0
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　印刷製本費 70,000 70,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 350,000 350,000 0
　通信運搬費 60,000 60,000 0
　消耗品  費 133,877 133,877 0

　　事　務　費 1,328,000 1,328,000 0
リース料　8％ 7,000 7,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 550,000 550,000 0
研  修  費 70,000 70,000 0
支払手数料 50,000 50,000 0

　雑  費 70,000 70,000 0
　その他経費計 2,768,877 2,768,877 0
　事業費  計 7,838,877 7,838,877 0
　品川区自殺未遂者支援委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 2,500,000 0 2,500,000
　法定福利費 60,000 0 60,000
　福利厚生費 10,000 0 10,000

　人件費計 2,570,000 0 2,570,000
（その他経費）

　諸  謝  金 25,000 0 25,000
　印刷製本費 35,000 0 35,000
　会  議  費 5,000 0 5,000
　旅費交通費 150,000 0 150,000
　通信運搬費 30,000 0 30,000
　消耗品  費 106,639 0 106,639

　　事　務　費 700,000 0 700,000
リース料　8％ 10,000 0 10,000
保  険  料 10,000 0 10,000
書　籍　費 10,000 0 10,000
租税  公課 150,000 0 150,000
研  修  費 100,000 0 100,000
支払手数料 10,000 0 10,000

　雑  費 10,000 0 10,000
　その他経費計 1,351,639 0 1,351,639
　事業費  計 3,921,639 0 3,921,639
　生活保護受給者等メンタルケア支
援事業業務委託
（人件費）

　臨時雇賃金 3,400,000 0 3,400,000
　法定福利費 100,000 0 100,000
　福利厚生費 10,000 0 10,000

　人件費計 3,510,000 0 3,510,000
（その他経費）

　諸  謝  金 30,000 0 30,000
　印刷製本費 40,000 0 40,000
　会  議  費 5,000 0 5,000
　旅費交通費 200,000 0 200,000
　通信運搬費 40,000 0 40,000
　消耗品  費 61,879 0 61,879

　　事　務　費 700,000 0 700,000
リース料　8％ 20,000 0 20,000
保  険  料 20,000 0 20,000
書　籍　費 20,000 0 20,000
租税  公課 200,000 0 200,000
研  修  費 100,000 0 100,000
支払手数料 20,000 0 20,000

　雑  費 20,000 0 20,000
　その他経費計 1,476,879 0 1,476,879
　事業費  計 4,986,879 0 4,986,879
茨城県救急委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 14,000,000 12,310,000 1,690,000
　法定福利費 800,000 800,000 0
　福利厚生費 300,000 300,000 0

　人件費計 15,100,000 13,410,000 1,690,000
（その他経費）

　諸  謝  金 1,500,000 1,500,000 0
　印刷製本費 80,000 80,000 0
　会  議  費 20,000 20,000 0
　旅費交通費 600,000 350,000 250,000
　通信運搬費 400,000 400,000 0
　消耗品  費 242,830 247,807 △ 4,977

　　事　務　費 1,400,000 1,362,600 37,400
リース料　8％ 18,000 18,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
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　租税  公課 1,130,000 1,130,000 0
　研  修  費 100,000 100,000 0
　支払手数料 130,000 130,000 0
　雑      費 100,000 100,000 0

　その他経費計 5,740,830 5,458,407 282,423
　事業費  計 20,840,830 18,868,407 1,972,423
山梨県救急委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 6,187,000 6,187,000 0
　法定福利費 130,000 130,000 0
　福利厚生費 35,000 35,000 0

　人件費計 6,352,000 6,352,000 0
（その他経費）

　諸  謝  金 1,200,000 1,200,000 0
　印刷製本費 60,000 60,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 240,000 240,000 0
　通信運搬費 80,000 80,000 0
　消耗品  費 124,730 153,344 △ 28,614

　　事　務　費 953,000 953,000 0
リース料　8％ 15,000 15,000 0
保  険  料 5,000 5,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 670,000 670,000 0
研  修  費 60,000 60,000 0
支払手数料 100,000 100,000 0

　雑  費 85,000 85,000 0
　その他経費計 3,612,730 3,641,344 △ 28,614
　事業費  計 9,964,730 9,993,344 △ 28,614
神奈川県新型コロナ相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 4,000,000 2,430,000 1,570,000
　法定福利費 200,000 100,000 100,000
　福利厚生費 40,000 40,000 0

　人件費計 4,240,000 2,570,000 1,670,000
（その他経費）

　諸  謝  金 120,000 120,000 0
　印刷製本費 80,000 80,000 0
　会  議  費 20,000 20,000 0
　旅費交通費 300,000 300,000 0
　通信運搬費 150,000 150,000 0
　消耗品  費 216,770 211,286 5,484

　　事　務　費 860,000 323,000 537,000
リース料　8％ 10,000 10,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 300,000 300,000 0
研  修  費 170,000 170,000 0
支払手数料 140,000 140,000 0

　雑  費 80,000 80,000 0
　その他経費計 2,466,770 1,924,286 542,484
　事業費  計 6,706,770 4,494,286 2,212,484
千葉未遂者支援委託業務
（人件費）

　臨時雇賃金 9,000,000 7,579,000 1,421,000
　法定福利費 650,000 130,000 520,000
　福利厚生費 40,000 40,000 0

　人件費計 9,690,000 7,749,000 1,941,000
（その他経費）

　諸  謝  金 300,000 300,000 0
　印刷製本費 80,000 80,000 0
　会  議  費 20,000 20,000 0
　旅費交通費 300,000 300,000 0
　通信運搬費 150,000 150,000 0
　消耗品  費 350,000 350,000 0

　　事　務　費 1,200,000 550,000 650,000
リース料　8％ 10,000 10,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 300,000 300,000 0
研  修  費 100,000 100,000 0
支払手数料 80,000 80,000 0

　雑  費 100,000 100,000 0
　その他経費計 3,010,000 2,360,000 650,000
　事業費  計 12,700,000 10,109,000 2,591,000
川崎市こころの相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 16,200,000 5,099,000 11,101,000
　法定福利費 220,000 220,000 0
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　福利厚生費 25,000 25,000 0

　人件費計 16,445,000 5,344,000 11,101,000
（その他経費）

　諸  謝  金 50,000 50,000 0
　印刷製本費 60,000 60,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 600,000 390,000 210,000
　通信運搬費 60,000 60,000 0
　消耗品  費 251,899 168,114 83,785

　　事　務　費 1,600,000 857,000 743,000
リース料　8％ 8,000 8,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 563,000 563,000 0
研  修  費 50,000 50,000 0
支払手数料 80,000 80,000 0

　雑  費 70,000 70,000 0
　その他経費計 3,422,899 2,386,114 1,036,785
　事業費  計 19,867,899 7,730,114 12,137,785
相模原市こころの相談委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 4,800,000 4,452,000 348,000
　法定福利費 50,000 50,000 0
　福利厚生費 10,000 10,000 0

　人件費計 4,860,000 4,512,000 348,000
（その他経費）

　諸  謝  金 50,000 50,000 0
　印刷製本費 50,000 50,000 0
　会  議  費 10,000 10,000 0
　旅費交通費 180,000 180,000 0
　通信運搬費 30,000 30,000 0
　消耗品  費 250,128 227,488 22,640

　　事　務　費 230,000 230,000 0
リース料　8％ 5,000 5,000 0
保  険  料 5,000 5,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 550,000 550,000 0
研  修  費 50,000 50,000 0
支払手数料 15,000 15,000 0

　雑  費 30,000 30,000 0
　その他経費計 1,465,128 1,442,488 22,640
　事業費  計 6,325,128 5,954,488 370,640
川崎ひきこもり地域支援
（人件費）

　臨時雇賃金 36,000,000 35,300,000 700,000
　法定福利費 5,000,000 4,500,000 500,000
　福利厚生費 300,000 200,000 100,000

　人件費計 41,300,000 40,000,000 1,300,000
（その他経費）

　諸  謝  金 3,000,000 2,000,000 1,000,000
　印刷製本費 80,000 80,000 0
　会  議  費 50,000 20,000 30,000
　旅費交通費 3,000,000 2,300,000 700,000
　通信運搬費 100,000 80,000 20,000
　消耗品  費 258,005 240,258 17,747

　　事　務　費 4,500,000 3,000,000 1,500,000
リース料　8％ 5,000 5,000 0
保  険  料 10,000 10,000 0
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 5,000,000 5,000,000 0
研  修  費 400,000 150,000 250,000
支払手数料 40,000 40,000 0

　雑  費 60,000 60,000 0
　その他経費計 16,513,005 12,995,258 3,517,747
　事業費  計 57,813,005 52,995,258 4,817,747
企業メンタル
（その他経費）

　業務委託費 285,000 285,000 0
　通信運搬費 10,000 10,000 0
　支払手数料 5,000 5,000 0

　その他経費計 300,000 300,000 0
　事業費  計 300,000 300,000 0
調査研究委託事業
（人件費）

　臨時雇賃金 700,000 700,000 0
　人件費計 700,000 700,000 0
（その他経費）

　印刷製本費 60,000 60,000 0
　旅費交通費 73,000 73,000 0
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　通信運搬費 85,000 85,000 0
　消耗品  費 10,000 10,000 0
　租税  公課 67,000 67,000 0
　支払手数料 5,000 5,000 0

　その他経費計 300,000 300,000 0
　事業費  計 1,000,000 1,000,000 0
全老健新型コロナ相談事業
（人件費）

　臨時雇賃金 1,300,000 2,550,000 △ 1,250,000
　法定福利費 150,000 110,000 40,000
　福利厚生費 100,000 50,000 50,000

　人件費計 1,550,000 2,710,000 △ 1,160,000
（その他経費）

　諸  謝  金 70,000 140,000 △ 70,000
　印刷製本費 50,000 90,000 △ 40,000
　会  議  費 50,000 30,000 20,000
　旅費交通費 50,000 310,000 △ 260,000
　通信運搬費 50,000 170,000 △ 120,000
　消耗品  費 3,000 220,000 △ 217,000

　　事　務　費 100,000 340,000 △ 240,000
リース料　8％ 5,000 150,000 △ 145,000
保  険  料 5,000 10,000 △ 5,000
書　籍　費 10,000 10,000 0
租税  公課 100,000 330,000 △ 230,000
研  修  費 10,000 190,000 △ 180,000
支払手数料 15,000 150,000 △ 135,000

　雑  費 20,000 100,000 △ 80,000
　その他経費計 538,000 2,240,000 △ 1,702,000
　事業費  計 2,088,000 4,950,000 △ 2,862,000
日本看護協会
（人件費）

　臨時雇賃金 5,500,000 0 5,500,000
　法定福利費 250,000 0 250,000
　福利厚生費 200,000 0 200,000

　人件費計 5,950,000 0 5,950,000
（その他経費）

　諸  謝  金 200,000 0 200,000
　印刷製本費 50,000 0 50,000
　会  議  費 50,000 0 50,000
　旅費交通費 50,000 0 50,000
　通信運搬費 50,000 0 50,000
　消耗品  費 17,824 0 17,824

　　事　務　費 250,000 0 250,000
リース料　8％ 15,000 0 15,000
保  険  料 15,000 0 15,000
書　籍　費 20,000 0 20,000
租税  公課 50,000 0 50,000
研  修  費 100,000 0 100,000
支払手数料 30,000 0 30,000

　雑  費 20,000 0 20,000
　その他経費計 917,824 0 917,824
　事業費  計 6,867,824 0 6,867,824

　各事業費合計 538,073,020 565,008,574 73,364,263

【管理費】
　（人件費）

　給料  手当 620,000 620,000 0
　法定福利費 60,000 60,000 0
　福利厚生費 30,000 30,000 0

　人件費計 710,000 710,000 0
　（その他経費）

　印刷製本費 12,000 12,000 0
　会  議  費 200,000 200,000 0
　旅費交通費 20,000 20,000 0
　通信運搬費 56,000 56,000 0
　水道光熱費 60,000 60,000 0
　賃  借  料 800,000 800,000 0
　保  険  料 7,000 7,000 0

リース料　8％ 20,000 20,000 0
租税  公課 68,000 68,000 0
支払手数料 7,000 7,000 0

　雑  費 140,000 140,000 0
　その他経費計 1,390,000 1,390,000 0
　管理費  計 2,100,000 2,100,000 0

　当期支出合計（Ｃ） 540,173,020 570,645,574 △ 30,472,554
　当期収支差額（Ａ）-（Ｃ） 0 0 0
　次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） 252,390,170 131,135,489 121,254,681
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